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■軽自動車税_全国意見一覧（機能要件）※回答依頼様式※

意見番号 機能要件
項目番号

項目名 修正前 修正後 意見の根拠 対応方針 整理フラグ（他業
務・帳票要件等）

参考情報 WT事前確認

地方税法（法律・政令・省
令）への準拠

住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他 APPLIC意見（抜粋） 事前確認
対象

仕様への反映 確認項目 構成員回答（団体名：C市） 構成員回答（団体名：D市） 構成員回答（団体名：E市） 構成員回答（団体名：F市） 構成員回答（団体名：H市） 構成員回答（団体名：I市） 構成員回答（団体名：J市）

218 1 軽自動車OSS（軽自動車ワンストップ
サービス）連携

軽自動車OSS（軽自動車ワンス
トップサービス）連携

地方税共同機構にて令和5年1月に
運用開始(令和4年度前期に試験)
を予定している軽自動車税関係手
続の電子化の内、軽自動車OSS
（軽自動車保有関係手続ワンス
トップサービス）において、軽自
動車OSSより送信される軽自動車
税申告情報を市区町村にて取込及
びエラーを確認するための機能が
必須となるため

令和５年の軽自動車OSSリリースに合わせて、対応が必要な機
能要件を明示する方向で検討します。
（なおJNKSは収納WTでの取り扱い）

● A 軽自動車OSSの検討を進めている地方税共同機構と協議の上、以下の内容
で機能要件を追加する方向で検討しています。
（※今後変更の可能性あり）

機能要件案（暫定）
（１）eLTAXと連携し、電子申告データを一括取り込みできること。取込
結果を確認、修正し、台帳情報を更新（新規登録）できること。
（２）車検証データを一括取り込みできること。なお、車検証データの取
込有無を選択できること。
（３）取込結果について取込済み/取込エラー/異動（新規登録）の対象リ
ストが作成できること。

意見なし 問題なし。 問題ない。 問題なし

223 1.2 登録時エラーチェック（未来日）

対象の入力値について入力日と比
較し未来日となっていないかエ
ラーチェックができること。
【エラー対象】
取得日
廃車日

日付の入力誤りを防ぐため エラー対象として問題ないか確認のうえ、追加する方向で検討
します。

● B 未来日の入力チェックについてエラー対象とする方向で問題ないでしょう
か。
問題ないようであれば入力値チェックの機能要件として新規追加を行いま
す。

問題ない。 エラー対象として問題ありません。 問題ない 意見なし 問題なし。 問題ない。 問題なし

224 1.2 登録時チェック（宛名区分）

車両の登録を除票者(転出者・死
亡者)に対して行う場合、データ
更新前に、アラート（除票者です
が登録してよろしいですか）を表
示する

納税義務者の登録誤り及び再転入
等によって2以上宛名がある者に
ついて旧宛名情報に車両情報が結
びつくことを事前に防ぐため

名義人登録を行う際に転出者・死亡者該当のチェック機能とし
て盛り込む方向で検討します。
（アラート対象の想定）

● B 機能要件1.2.22.下行に対応方針の内容の機能を追加する想定です。
対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答ください。

主に登録誤りが原因ですが、「未登録住民」と「住登者」で複数宛名が有
る場合や、「法人」で複数宛名がある場合など、除票者でなく複数宛名が
ある場合にも、「複数宛名がありますが登録してよろしいですか」のよう
なアラートが出ると良いと思いました。

OK 対応方針のとおりで問題なし。 問題ない。

6566 1.2 車両変更登録

1.2.7の項目の次に項目追加 車体の変更登録時に同一名義人が
同一ナンバープレートを引き継ぐ
か否か選択できること。

原付の買い替え等に際して名義人
が希望した場合、同車種区分内で
あれば標識番号はそのままで車体
を変更する車体変更手続きを行う
必要があるため、登録処理におい
て車体変更の機能を追加していた
だきたい。

以下を機能要件として新規に定義する方向で検討します。
「同一車種（原付・小型特殊のみ）での車体変更時に、同一ナ
ンバープレートを引き継ぐか否か選択できること。名義人変更
と同時に行う場合でも対応できること。」

申告書の変更の区分に車体変更はないため、オプションとする
整理とします。

● B 機能要件1.2.7.下行に対応方針の内容の機能を追加する想定です。
対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答ください。

機能としてオプションとするということは、実際に窓口で対応する時に、
同一ナンバーを引き継ぐ選択ができるかどうかは、各自治体ごとの方針で
決めてかまわないということでよろしいですか。（現状当市ではナンバー
の引継ぎをしていないので、取扱を統一するのか疑問に思ったため。）

特になし 意見なし 対応方針のとおりで問題なし。 問題ない。

4620 1.3 J-LIS（軽自動車検査情報市区町村情報シ
ステム）連携

原動機付自転車・小型特殊自動車
を除き、新規登録日と同日に廃車
されている車両については、登録
するとシステムの容量を圧迫する
ことにもつながり、軽自動車税種
別割の課税対象外車両でもあるこ
とから、システムへの入力を省略
する運用を従来から行っており、
今後も継続することが有益である
と考える。

いただいた資料からは、同日廃車
分の車両の取込がどのようになる
のかがイメージしにくかったため
（登録・廃車・変更の別なく基準
日時点の現況を反映させる形であ
れば同日廃車分は反映されないは
ずだが、J-LISデータは異動事由
別に区分されているはずなので、
同日廃車分は登録と廃車の両方に
データが含まれており、そのまま
取り込めば同日廃車分も取り込ま
れるように見える）、同日廃車分
の車両の取扱いについて資料に明
示するか、同日廃車分の登録をし
ない選択ができるような仕様を追
加していただきたい。

以下を機能要件として1.3.2.の下行に新規追加する方向で検討
したいと思います。（全軽自協は同様にオプションとして記
載）
「J-LISからの軽自動車検査情報を取り込む際に、同日内での
新規登録・廃車登録がされている車両の除外有無を選択できる
こと。」

当該機能の類型については、オプションとする整理とします。

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 対応方針のとおりで問題なし。 問題ない。

6567 4.3 各種手続通知書発行

4.3.5の項目の次に項目追加 車体変更登録の際に、新車体に対
しての標識交付証明書と同時に旧
車体への廃車申告受付書を発行で
きること。

原付の買い替え等に際して名義人
が希望した場合、同車種区分内で
あれば標識番号はそのままで車体
を変更する車体変更手続きを行う
必要があるため、証明書発行処理
において車体変更の機能を追加し
ていただきたい。

【No.6566の車体変更関連】
以下を機能要件として新規に定義する方向で検討します。
「同一車種での車体変更登録の際に、新車体に対しての標識交
付証明書と同時に旧車体への廃車申告受付書を発行できるこ
と。」

申告書の変更の区分に車体変更はないため、オプションとする
整理で考えています。

● B 機能要件4.3.5.下行に対応方針の内容の機能を追加する想定です。
対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答ください。

特になし 対応方針のとおりで問題なし。 問題ない。

2561 1または２ 【新規追加】
課税管理項目

課税情報の管理（登録、修正、削
除）ができること。

【管理対象項目】
課税年度
相当年度
発付日
納期限
税額
…

課税区分については1.1.8に、税額
計算については2.1.3にそれぞれ定
義されているが、根本的な課税に
関する項目を定義する必要はない
か。
課税年度及び相当年度について
は、自動で管理されるものではあ
るが、システム上自動管理される
ものについても項目として定義す
る必要はないか。（例えば9.1.1等
で）
また、現システムでは、車両情報
の異動で課税取消をする場合だけ
ではなく、直接課税データ自体を
削除する場合や、税額を修正する
場合がある。そういった車両情報
の異動に連動しない課税データの
修正等に対応するためにも、管理
項目として定義する必要があると
考える。

機能要件9.1.2.
税率のみに絞った記載ではなく課税台帳の年度単位での管理と
して定義する方向で見直しを行います。
課税情報について、基本的には当初・更正処理の結果を年度単
位で管理できれば良い（職員で任意に修正するものではない）
とお見受けしますので以下のような記載で整理したいと考えま
す。

＜機能要件案＞
当初課税及び更正処理を行った課税情報について年度ごとに管
理できること。

共通 ● A 「車両情報の異動で課税取消をする場合だけではなく、直接課税データ自
体を削除する場合や、税額を修正する場合がある」という点について、職
員で任意に修正（更正せずに）する必要がありますでしょうか。

機能要件全体を通して、文言の適正化の観点から、「管理」の表現につい
て以下の通り修正を行います。
修正前：管理（登録・修正・削除）
修正後：管理（設定・保持・修正）
※具体的な修正意図としては、システムが操作されればいかなる場合も履
歴が残されるべきであるが、修正前では履歴が残らない削除機能が実装さ
れるおそれがあり、これを防止するため、文言の修正を行うもの。

標準仕様書は業務要求ベースに取りまとめていますので、職員側で当初課
税及び更正処理を行った課税情報を設定・修正する必要がない用であれ
ば、当該部分の記載は「管理（参照）できること」としたいと考えていま
す。

必要ない。 督促手数料や納期限については、督促状や納通の送達状況に応じて調定を
取り下げたり、日にちを変更したりする場合があるが、それ以外で税額を
修正することは当市では無い。

「管理」の表現について、修正後の表現だと、最新の異動履歴の削除も不
可能のように受け取れますので、「設定、保持、修正、履歴訂正」とし
て、履歴訂正は最新の異動履歴に限る、等の文言を入れてはどうかと思い
ます。第２回の機能ＷＴの際に、機能要件1.4.1の検討で、最新の異動履歴
の削除は可能としていたと記憶しているのですが、違いましたでしょう
か。

特になし 意見なし 設定・保持・修正のそれぞれの言葉の意図が不明であるため当日確認をし
たいと思います。

職員側で課税情報を設定・修正することがあるため、「管理できること」
という表記が望ましい。
また、「職員で任意に修正（更正せずに）する必要」とあるが、職員が任
意で直接課税データを修正し、更正もされる。
現行システムだと、以下例のとおり、当初課税後に軽課登録が誤っていた
ことが判明した場合、「車両登録の削除→正しい税率で車両情報を再登
録」の様に車両情報の異動で更正させるのではなく、直接賦課データを修
正できる機能で更正をしている。

例）標準税率を軽課で賦課してしまった場合
①賦課データ修正で税額を8,100円→0円にする。
　（課税取消通知書が出力される）
②再度、賦課データ修正で税額を0円→10,800円にする。
　（随時課税通知書・納税通知書が出力される）

　異動があった場合は必ず更正処理を行うため、任意に修正を行う必要は
ないと考える。

2323 1.1.1 車台情報管理

【管理対象項目】
軽自管理番号
登録年月日（取得日）
車種
燃料の種類
型式
年式
車名
排気区分
排気量
原動機の型式
形状
用途
車台番号
初度検査年月
所有形態区分
特記事項

【管理対象項目】
軽自管理番号
登録年月日（取得日）
車種
燃料の種類
型式
年式
車名
排気区分
排気量
原動機の型式
形状
用途
車台番号
初度検査年月
所有形態区分
特記事項
車体の形状
前軸
後軸

地方税法第463条の１５種別割の
標準税率より
二輪トレーラーを特定するデータ
の記載がないため。

トレーラーの場合、車輪の数で税
額が変更になるため、車軸数の掲
載がないと誤った税額で賦課する
恐れがあるため必要である。

機能要件1.1.1.に「前軸、後軸」の項目をオプションとして追
加する方向で検討します。
また、車体の形状は形状と同義と判断します。

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

現状の軽自動車税（種別割）申告書には、車軸数や車輪数を記載する欄が
無く、軽自動車検査協会より、付箋等のメモ書きで車輪数が書かれている
状況です。（そのメモすら無いことも多いです。）ですので、前軸・後軸
と項目を分けても、こちらで判断できないのではと考えます。
また、J-LISのデータを取り込む場合でも、前軸重・後軸重しか取り込めな
いと思いますので、その情報から車輪数（車軸数）を判断するのは困難で
あると思われます。（前軸重が補助輪のものかどうか判断できないた
め。）ですので、項目としては前軸・後軸を合わせて車輪数として、被牽
引車の場合のみ必須項目とするか、もしくは車種を「被牽引２輪車」「被
牽引３輪車」「被牽引４輪車自家用」「被牽引４輪車営業用」とする登録
ができると良いのではと思います。

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

2562 1.1.1 車台情報管理

車台情報の管理（登録、修正、削
除）ができること。

【管理対象項目】
軽自管理番号（課税事務のための
ユニークな管理番号）
登録年月日（取得日）
車種
燃料の種類
型式
年式
車名
排気区分
排気量
原動機の型式
形状
用途
車台番号
初度検査年月
所有形態区分
特記事項

【左に追加】
型式認定番号

型式認定番号を管理することで、
車名、型式、原動機の型式を自動
入力することができる。
迅速性と正確性が求められる窓口
業務において、入力時間の短縮及
び正確な入力が見込めるため、型
式認定番号を管理する必要があ
る。

1分/件×30件/日×245日/年間営
業日数
＝年間122.5時間削減

車名、型式、原動機の型式が国土
交通省に認定されたことを示す型
式認定番号を管理することで、申
告のあった車両が地方税法上の原
動機付自転車であるとともに、道
路運送車両法第44条に規定する保
安基準を満たしていることを容易
に確認することができる。
フルアシスト自転車等や海外製の
原動機付自転車等、車両の種類が
多様化する現在、適正な課税をす
る上で、型式認定番号を管理する
必要がある。

型式認定番号について、1.1.1車台
情報管理では実装しなくても良い
機能に振り分けられているが、左
記の理由により実装すべき機能に
していただきたい。
また、9.1.1のコード管理において
は、型式認定番号のコード管理は
実装すべき機能になっており、
コード管理をすべきならそもそも
車台情報管理でも実装すべきであ
る。

申告書の項目でもあることから必須項目とする方向で検討しま
す。
ご意見いただいた通り、原付などは車検対象となっていないこ
とから標識発行するうえで保安基準を満たしていることを確認
することは必要と考えます。

型式認定番号を用いた車名等の入力の省略については、専ら操
作性に係る機能のため標準仕様書の検討対象外とし、各事業者
の創意工夫に委ねられる部分とお見受けします。

一般的な標識交付証明書に型式認定番号が存在する。申告書
にも欄がある認識であり、型式認定番号は必須項目とすべき

● B 機能要件1.1.1.の記載方針として、原則申告書の項目は必須、それ以外の項
目についてはオプションの整理で進めようと考えていますが、問題ないで
しょうか。
したがって、「型式認定番号」は必須項目とする想定です。

問題ない。 問題ありません。 「型式認定番号」については、課税に関係ないため現在もほとんど入力し
ていないのでオプションでお願いしたい。小型特殊については入力してい
る。

問題なし。 問題ない。

2563 1.1.1 車台情報管理

（備考）
「車名」は車両のメーカー名を指
し、「車両の通称名」は自動車製
品名を指す。

（備考）
「車名」は車両のメーカー名を指
し、「車両の通称名」は自動車製
品名を指す。

フルアシスト自転車該当区分に
は、電動キックボードや電動ス
クーターを含む。

フルアシスト自転車と記載するだ
けだと、電動キックボードや電動
スクーターなど、フルアシスト自
転車以外の特殊な形状の電動自転
車が含まれていないように見え
る。これらの車両は現状市場に多
く出回っており、今後登録件数が
増える可能性が高いため、備考欄
で補足していただきたい。

ご指摘の通り分かりづらい部分もあるかと思いますので、備考
欄に補足を追加する対応とします。

＜補足内容＞
フルアシスト自転車該当区分には、電動キックボードや電動ス
クーターを含む。

総務省標準様式の軽自動車税（種別割）申告書にも欄がな
く、独自様式と思われるため「フルアシスト自転車該当区
分」は不要。

● B 「フルアシスト該当区分」について、統計資料作成の利用用途とお見受け
しますが、必要性について再度確認させてください。
例に挙がっている電動キックボードや電動スクーターについて、「車種」
と「燃料の種類」で判別可能ではないという認識で相違ないでしょうか。

フルアシスト区分を設ける必要はないが、備考欄等で電動キックボード等
が判別できると良い。
「車種」「燃料の種類」では判別できないこと、相違ない。

現状当市では登録が無いので、推測での回答になりますが、「車種」と
「燃料の種類」で判別できるのではないかと考えます。

お見込みの通り 課税台帳上の管理では、車種や燃料種類のみでは判別することができな
い。
フルアシスト該当区分については直接課税にかかわる内容ではないため、
課税事務上では不要であると考えている。

「フルアシスト該当区分」に該当するような車両は、原動機付自転車とし
て認定可能かどうか判別困難なものが多く、各自治体で運用も異なり、新
しい種類も続々と市場に出ている。また、販売経路も従来のバイク屋等の
販売店だけではなく、ネットでの売買も多いため、販売証明書ではなく、
実際の写真や装備等で判断せざるを得ないことも多い。今後、各自治体で
認定した後に、実は基準を満たしておらずメーカー回収等になる等のトラ
ブル等があった場合にすぐに対応できるよう区分を設ける意図がある。
また、「車種」「燃料」の種類だけでは、判別は難しいのではないかと考
えている。

相違なし。

6305 1.1.1 車台情報管理

車台情報の管理（登録、修正、削
除）ができること。

車台情報の管理（登録、修正、削
除）ができること。
管理対象項目の車種等で通常
の四角ナンバーとご当地ナン
バーを区別できること。
車体番号は、２０桁以上登録
できること。

発行しているご当地ナンバーにつ
いて、発行枚数を把握する必要が
あり、通常の四角ナンバーとは区
別できる何らかの管理コードが必
要と考える。

現在、車体番号の最長が１７桁で
あり、桁あふれを防ぐ必要がある
ため。

車台番号の桁数についてはすでに議論済み（APPLIC意見より
20桁以上必要な旨申し入れ予定）のため、検討対象外としま
す。
ご当地ナンバーの枚数把握について、EUCで抽出した発行済み
標識の一覧で特定の地名をキーに集計を行うことで対応可能と
思われますが、必要性があるのであれば1.1.2.の管理対象項目
に「ご当地ナンバー該当区分」を追加する方向で検討したいと
思います。
なおご当地ナンバーについては対象地域が限定されているため
オプションとする方向で考えています。

● B ※ご当地ナンバーについて運用されている団体があればご回答ください。
左記、対応方針について問題ないでしょうか。

オプションで問題ない。 当市では、通常ナンバーもご当地ナンバーも「当市」ナンバーであるた
め、地名での抽出ができません。このような自治体は他にも存在すると思
われます。「ご当地ナンバー該当区分」をオプションで追加する方針でか
まわないと思います。

ご当地ナンバーを運用している、今現在は管理コードなど使用していない
が、管理コードがあったほうが管理がしやすくなるのでこの方針でいいで
す。

当市は対象外 ナンバープレートの発注事務でご当地ナンバーの発行枚数を把握する必要
はあるが、現在もＥＵＣにより集計している。オプションであれば追加し
てもよいと思われる。

問題ない。 問題なし（当市では、現在ご当地ナンバーの取り扱いをしていない）。

6741 1.1.1 車台情報管理

車台情報の管理（登録、修正、削
除）ができること。

【管理対象項目】
（略）
特記事項

車台情報の管理（登録、修正、削
除）ができること。

【管理対象項目】
（略）
特記事項

ただし、型式、年式、原動機の型
式、形状、車台番号は入力の必須
項目としないこと。

型式、年式、原動機の型式、形
状、車台番号は税額に影響しない
項目のため、入力は任意としてい
ただきたい。
当該項目は、当市において、現在
使用していない。

車台番号については1.2.20.の未入力チェックの機能要件でア
ラート対象とする方向で検討します。
その他の項目については未入力チェックの対象とはしていませ
んので問題ないものと考えます。

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 通常、車台番号は車台を特定するための必須情報であり同一車両の重複登
録を避ける目的や標識交付証明書にも必ず載せるべき情報であるため、試
乗標識等の特殊な場合を除き入力しないことは通常考えられない項目であ
ると認識している。但し本設問や意見番号4105にあるように団体によって
は車台番号が存在しない車両が実際に存在する例もあることから、アラー
ト対応にせざるを得ないと思われる。

問題ない。

事前確認前整理
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意見番号 機能要件
項目番号

項目名 修正前 修正後 意見の根拠 対応方針 整理フラグ（他業
務・帳票要件等）

参考情報 WT事前確認

地方税法（法律・政令・省
令）への準拠

住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他 APPLIC意見（抜粋） 事前確認
対象

仕様への反映 確認項目 構成員回答（団体名：C市） 構成員回答（団体名：D市） 構成員回答（団体名：E市） 構成員回答（団体名：F市） 構成員回答（団体名：H市） 構成員回答（団体名：I市） 構成員回答（団体名：J市）

事前確認前整理

6429 1.1.1. 車台情報管理

― 農耕区分、軽減税率（、重課開始
年）

軽課（できれば重課開始年も）の
判定結果が車台情報に付随して表
示されていれば、住民等からの疑
義に対し、登録・課税・判定内容
のチェックや説明がより早くより
正確にできるため（特に減免対象
者は課税額実績で判断できないた
め）

農耕区分（特にトラクター・コン
バインの別）は車両特定に必要で
あり、登録・廃車・変更・住民等
への説明といった農耕車両の業務
において重要な項目であるため

軽課については、画面要件・画面遷移に係るご指摘になります
ので標準仕様書の対象外となります。
農耕区分については、フルアシスト該当区分とあわせてオプ
ションとして追加する方向で検討します。

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 農耕区分は具体的に小型特殊自動車（農耕用）として登録されている車両
に対しトラクターやコンバインといった個別の情報を管理するものという
認識でよいか。そのような想定であれば車種での管理で課税上は問題ない
と思われる。

問題ない。

6495 1.1.14. 廃車車両管理

廃車済みの車両を管理（登録、修
正）できること。

【管理対象項目】
車両情報
廃車日
廃車事由
特記事項

廃車済みの車両を管理（登録、修
正）できること。

【管理対象項目】
車両情報
廃車日（アラート）
廃車事由
特記事項

廃車年月日の修正は課税に関わる
ので修正の際は年度を越えての変
更は出来ないようエラーを出すよ
うにする

以下の機能を新規で追加する方向で検討します。
入力値チェック
「新規登録及び変更登録、廃車登録の際に、現年度以外の異動
日の入力値チェックができること。チェックはアラート対象と
できること。」

● B 223に関係
左記、対応方針の機能要件を新規追加する方向で考えています。
（記載内容については、223にある未来日入力のチェックとあわせて入力値
チェックとするイメージ）
ご意見・ご確認点等ありましたらご回答ください。

特になし 意見なし 対応方針のとおりで問題なし。 問題ない。

4476 1.1.15 納税承継人・納税管理人管理

法３００条、３５５条とは異な
り、軽自動車税には納税管理人の
規定がないと認識していますが、
どこにあるのでしょうか。
納税承継人が法９条のこととする
と、市町村が市内在住の納税義務
者死亡を把握し、法定相続人に名
義変更等手続きを促してもなお次
年度賦課期日現在の車両登録名義
が死亡者の場合、次年度の納税通
知書はどのような名称で送付する
事務が想定されているのでしょう
か。

個人住民税では「成年後見人・保
佐人・補助人・相続人・相続人代
表者・その他」固定資産税では
「納税承継人、破産管財人、相続
人・包括受遺者、納税管理人、法
定代理人、その他」と詳細で、か
つ制限列挙では不足するおそれが
あるため「その他」も項目として
明示されています。軽自動車税で
「その他」が管理できない仕様の
場合、課税後の収納徴収段階で疑
義が生じる恐れがあります。

業務上の必要性から各団体で運用がされているものと認識して
います。

また軽自動車税では納税承継人・管理人区分に包有しています
が、他税目との兼ね合いで列挙する方針とします。
基本的には、WTで挙がった「相続人代表者・納税管理人・成
年後見人」に「その他」を追記する対応で考えています。

● B 左記、対応方針について問題ないでしょうか。
機能名称としては他税目に合わせて「代理人管理」とする想定ですが、軽
自動車税業務の要件として最低限列挙の必要があると思われる代理人区分
があればご教示ください。

問題ない。 相続人、相続人代表者、納税管理人、成年後見人が必要ではないかと思い
ます。

問題なし 意見なし 対応方針のとおりで問題なし。 問題ない。

4477 1.1.17 送付先管理

軽自動車税の送付先を管理（登
録、修正、削除）できること。

軽自動車税の送付先（履歴含む）
を管理（登録、修正、削除）でき
ること。送付先の開始日、終了日
が設定できること

申出日以後すべての通知書等でな
く、次年度分からの送付先希望の
ニーズがあるため。この機能がな
いと、申出を書面等で保管し次年
度当初課税時に一斉に入力する必
要が見込まれ、登録もれや誤登録
のリスクが高まる。

送付先を変更する期間(変更開始
日及び変更終了日)を管理し、通
知書等に反映できることは、必須
機能と考えます。

機能要件1.1.18.で想定している機能になりますので、当該機
能の記載を以下のように追記（下線箇所）する対応としたいと
考えます。

対象者が期限付きで転出している場合などに、送付先を適用す
る期間（開始年月日、終了年月日）を管理（登録・修正・削
除）できること。

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 対応方針のとおりで問題なし。 問題ない。

2455 1.1.2. 標識情報管理

標識情報の管理（登録、修正、削
除）ができること。
【管理対象項目】
弁償金額
弁償金支払日
弁償金支払い有無

標識情報の管理（登録、修正、削
除）ができること。また、弁償
金が有りの場合、弁償金額の
「納入通知書兼納付書」を出
力させること。
【管理対象項目】
弁償金額
弁償金支払日
弁償金支払い有無

弁償金納付事務の効率性向上のた
め。

弁償金の徴収・調定まで軽自動車税システムで実装する必要性
について、現状の運用体制などを踏まえWTで判断します。
弁償金納付書は帳票要件に定義されていますので、状況に応じ
て納付通知書について帳票要件に追加するかどうか検討しま
す。（納入の用語自体は特徴で用いられるものであるため、納
付通知書として検討）

帳票（要検討） ● A 業務上必要であれば、弁償金の徴収・調定機能及び関連する帳票まで課税
システム側でオプションとして定義する方向で考えています。
そもそも弁償金管理は課税システムへの要求としては過多との意見もある
ため構成員の皆様の運用体制・意見を踏まえて標準仕様書への記載有無
（オプション/実装不可/対象外）を判断したいと思います。

【確認事項（弁償金の徴収・調定について）】
１．現状の運用体制
①課税担当外での事務で課税システム外の対応となっている
②課税担当での事務だが課税システム外の対応となっている
③課税担当での事務で課税システムでの対応をしている
④弁償金の運用なし
⑤その他

２．記載有無について貴団体の見解（可能であれば理由等お示しくださ
い）
①弁償金の徴収・調定機能はオプションとして追加し、要件等を明確化す
べき
②弁償金の徴収・調定機能は課税システムの仕様としては要求過多のた
め、実装不可とすべき
③弁償金の徴収・調定機能は対象外とすべき（課税システムとして要件等
を明確化する必要はない）
④その他

１、②
２、①　本市では課税システムで管理していないため

１．⑤現状は弁償金の運用は無いが、令和４年度より運用開始としてい
る。

２．③
理由：当市では、課税システムと、財務会計システムが別になっているた
め、財務会計システムで調定を立てて納付書を作成する運用を検討してい
ます。そのため、課税システム側に弁償金の徴収・調定機能を作る必要は
ありませんが、自治体によっての取り扱いやシステムの差異を考えると、
要件外として、自治体の実状に合わせた対応ができるようにすべきではな
いかと考えます。

②課税担当での事務だが課税システム外の対応となっている

①弁償金の徴収・調定機能はオプションとして追加し、要件等を明確化す
べき
月にすると50件程度あるのでオプションでもシステムでの対応を希望しま
す。

【確認事項（弁償金の徴収・調定について）】
１．現状の運用体制

②課税担当での事務だが課税システム外の対応となっている
２．記載有無について貴団体の見解（可能であれば理由等お示しくださ
い）

③弁償金の徴収・調定機能は対象外とすべき（課税システムとして要件等
を明確化する必要はない）

１　現状の運用体制については①

２　記載有無について
②弁償金の徴収・調定機能は課税システムの仕様としては要求過多のた
め、実装不可とすべき

弁償金の徴収については、税の徴収とは別管理であり、当市においても別
の財務会計システムにて処理をしている。各市の運用状況に差はあると思
われるが課税システムで管理する情報ではないと思われる。

１．現状の運用体制
③課税担当での事務で課税システムでの対応をしている

２．記載有無について貴団体の見解（可能であれば理由等お示しくださ
い）
①弁償金の徴収・調定機能はオプションとして追加し、要件等を明確化す
べき

当市も課税システムから廃車申告受付書と同時に弁償金納付書を出力でき
る。その都度、窓口で別途財務会計システムやエクセル等の自作で納付書
を出力するのは非効率であり、市民の方をお待たせしてしまうので望まし
くない。ただし、弁償金自体徴収していない自治体もあるため、オプショ
ンでよいと考える。

【確認事項（弁償金の徴収・調定について）】
１．現状の運用体制
②課税担当での事務だが課税システム外の対応となっている

２．記載有無について貴団体の見解（可能であれば理由等お示しくださ
い）
③弁償金の徴収・調定機能は対象外とすべき（課税システムとして要件等
を明確化する必要はない）

5619 1.1.2. 標識情報管理

標識情報の管理（登録、修正、削
除）ができること。

【管理対象項目】
車両番号（標識番号）
交付年月日
標識回収区分（原付・小型特殊の
み）

標識情報の管理（登録、修正、削
除）ができること。

【管理対象項目】
車両番号（標識番号）
交付年月日
標識回収区分（原付・小型特殊の
み）
交付証回収区分（原付・小型
特殊のみ）

市（町・村）税条例（例）（抄）
（昭和二十九・五・十四自乙市発
第二十号）の第九十一条第六項に
おいて，「（前略）当該申告書に
添えて，その標識及び証明書を返
納しなければならない。」と定め
られているため

当市市税条例において，「原動機
付自転車又は小型特殊自動車に係
る軽自動車等の所有者等でなく
なった者は、（中略）その標識及
び証明書を返納しなければならな
い。」と定められているため

標識回収区分について標識証明書・ナンバープレートを含む旨
を備考に補記します。
念のため、構成員の運用（廃車申告時にナンバープレートだけ
でなく標識交付証明書も回収しているか）を確認したいと思い
ます。

● B 廃車受付時にナンバープレート・標識交付証明書を回収している認識で相
違ないか。

相違ない。 ナンバープレートは回収しており、回収できない場合は紛失・盗難届を出
してもらったり、申立書に記入してもらったりしています。
標識交付証明書については、法令上は定められていますが、実態として、
標識交付証明書を保管してあることのほうが稀であり、手続きの際に持っ
てきた場合は回収していますが、ほとんど回収できていません。そのた
め、回収した標識交付証明書の保管や回収状況の管理もしていない状況で
す。自治体ごとに取扱に差異があるようであれば、オプションとして標識
交付証明書回収区分を定義してはどうかと思います。

その通りです 両方とも回収している。（回収がない場合でも受付はしている） 相違ないが、システムで標識の管理はしているが証明書の回収は管理して
いない。

相違なし。

6494 1.1.2. 標識情報管理

標識情報の管理（登録、修正、削
除）ができること。

【管理対象項目】
車両番号（標識番号）
交付年月日
標識回収区分（原付・小型特殊の
み）

標識情報の管理（登録、修正、削
除）ができること。

【管理対象項目】
車両番号（標識番号）
交付年月日（アラート）
標識回収区分（原付・小型特
殊・ミニカーのみ）

標識交付年月日の修正は課税に関
わるので修正の際は年度を越えて
の変更は出来ないようエラーを出
すようにする

入力値チェック機能として追加する方向で検討します。
記載案は以下の通りです。
「標識情報の交付年月日について、現年度の範囲で入力可能値
を設定し、変更登録または職権による修正の際に整合性チェッ
クができること。チェックはアラート対象とすること。」

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

4409 1.1.6. 納税義務者情報管理

納税義務者情報の管理（登録、修
正、削除）ができること。

【管理対象】
個人番号（マイナンバー）
法人番号
宛名情報
電話番号
住基喪失情報（喪失日・喪失事
由）
特記事項

納税義務者情報の管理（登録、修
正、削除）ができること。

【管理対象】
個人番号（マイナンバー）
法人番号
宛名情報
電話番号
住基喪失情報（喪失日・喪失事
由）
特記事項
口座情報登録有無

口座情報登録有無によって、送付
する通知書が異なり、説明内容も
異なるため。

機能要件1.1.6.納税義務者情報の管理対象項目として以下を追
加する方向で検討します。

「口座振替対象区分」
「口座情報」

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

口座情報については、課税課ではなく、収納担当で管理しているため、課
税課で管理するべきではない

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

4890 1.1.7. 定置場情報管理

（実装すべき機能）
設定・登録を自治体ごとに、必須
又は任意から選択できること

任意入力項目とすることで、１件
１分×年間１６，０００件＝約２
６６時間の時間短縮が見込まれる
ため。

定置場が該当自治体における課税の根拠であることから、入力
必須項目であると認識しています。
定置場の未入力エラーチェックについては、追加する方向で検
討します。

＜方針案＞
⇒機能要件1.2.20.のエラー対象へ「定置場」を追加
⇒備考欄に「●●市内」のような記載もある旨補足

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

登録時に住民登録住所であれば、自動で定置場が入力されるのか？ 意見なし 問題なし。 入力必須の認識で相違ない。
ただし、納税義務者の住所と定置場が同住所の場合が大多数のため、「住
所と同じ」といったような初期値が必須だと考えている。

2709 1.1.8 課税区分管理

車種変更（誤修正） 本人申告が誤っている場合、年度
途中で税額変更の可能性もあるた
め。

課税区分管理の要件については、課税区分及び事由の管理とす
る方向で検討します。
ご指摘にある申告誤りなどにより課税額が変更になったものは
「課税」の区分で管理を行い、事由で当初課税のものと分けて
管理を行えるものと考えます。

非課税、官公署非課税、課税、随時課税など同じような課税
区分が標準仕様書に定義されていますが、課税区分に関連す
る事由として管理したほうが運用しやすいと考えます。
⇒

● B 左記、対応方針についてご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。
以降の課税区分管理の記載についても同様の前提でご確認ください。

◇変更方針
「課税区分の管理」⇒「課税区分及び事由の管理」
「課税区分：随時課税や官公署非課税など」⇒「課税区分：課税や非課
税、事由（例）：申告漏れによる随時課税や官公署による非課税」

確かに、当初課税と随時課税はわかりづらいですが、「申告漏れによる随
時課税」などの課税区分の事由は更正理由として管理したら良いのではな
いかと考えます。それ以外の事由は、特に事由とせずとも課税区分で判別
できると考えますので、事務の効率化の観点からも、項目は増やさず変更
前の課税区分のみで十分なのではないでしょうか。

特になし 意見なし 問題なし 問題ない。

6718 1.2.1. 申告情報管理

【管理対象】
申告区分
申告日

【管理対象】
申告区分
申告日
申告の届出者の情報（本人、代理
人、業者、郵送等）

本市では、保管期限内の申告書が
大量にあり、申告書を紙管理では
なくシステム管理できるようにす
るため。

オプションとしている申請者情報に「申請者区分（本人、代理
人等）」を追記する方向で検討します。

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

5354 1.2.18 登録時エラーチェック

－ 【エラー対象】
名義変更時に処理対象者が同一宛
名コードの場合、エラーメッセー
ジを表示。
【アラート対象】
番号変更時に通常存在しない標識
パターンであればアラートメッ
セージを表示。
他市に転出廃車した車両が転入登
録した際にアラートメッセージを
表示。

入力時にエラーメッセージを表示
することにより、誤入力及び不要
な履歴作成を防ぐことが可能。

以下の①③を登録時エラーチェックの対象としてオプションで
追加する方向で検討します。

【エラー対象】
①名義変更時に処理対象者が同一宛名コードの場合。（変更登
録）
【アラート対象】
②標識番号に通常存在しない標識パターン。（新規登録、変更
登録）⇒1.2.22.で定義済み
③他市に転出廃車した車両が転入登録した際。（新規登録）

● B 左記対応方針の機能要件は、1.2.22.の下行あたりに新規追加とする想定で
す。
ご意見・ご確認点等ありましたらご回答ください。

本市では、同一人が再登録する際に、廃車日を確認するため、この機能は
不要。オプションでよい。

特になし 意見なし 問題なし。 「転出」廃車、「転入」登録に限定せずに、廃車済のナンバーを再度登録
する場合にアラートを表示するようにしたほうがよい。

6571 1.2.18 登録時エラーチェック

重複チェック機能 標識番号は車種毎に対して、車台
番号は全車種に対して重複チェッ
ク機能を有すること。

標識は車種毎に色が異なる連番と
なっており、異なる車種では同じ
標識番号になることがあるため。

1.2.18.の機能要件に以下の通り修正する方向で検討します。

◇重複チェック
新規登録～できること。
追加：「車両番号（標識番号）は、チェックの範囲を車種ごと
とするか選択できること。」

【エラー対象項目】
車両番号（標識番号）
～

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

5534 1.2.18. 登録時エラーチェック

◇重複チェック
【アラート対象項目】
車台番号

原付について，車台番号の重複
チェックは廃車済車両も対象とす
ること。

◇地方税法
（種別割の標準税率）
第四百六十三条の十五
（種別割の賦課徴収に関する申告
又は報告の義務）
第四百六十三条の十九

正しい排気量に基づく税額の決定
及び保安基準担保にかかる責任者
を把握するため。

同一人が３月中に廃車，４月に登
録を繰り返して課税を逃れること
を防ぐ。
登録しようとする車両の改造の有
無の確認ができるため。

複数の登録窓口で，申告書に記載
されたとおりに標識を交付し，本
庁で一括して登録する方法では，
以前の登録排気量が申告書と異
なっている場合，納税義務者への
確認が後処理となるため。１件／
月

1.2.18.の機能要件を以下の通り補記する方向で検討します。

◇重複チェック
～以下の項目に対し台帳情報（廃車済み含む）と重複チェック
～。

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 問題なし。 廃車済台帳を全てエラー対象に含むと、市内譲渡等で廃車した車両もでて
きてしまう可能性があるため、（車台番号の場合は同一人の廃車済情報を
含む）と限定した方がよい。
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意見番号 機能要件
項目番号

項目名 修正前 修正後 意見の根拠 対応方針 整理フラグ（他業
務・帳票要件等）

参考情報 WT事前確認

地方税法（法律・政令・省
令）への準拠

住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他 APPLIC意見（抜粋） 事前確認
対象

仕様への反映 確認項目 構成員回答（団体名：C市） 構成員回答（団体名：D市） 構成員回答（団体名：E市） 構成員回答（団体名：F市） 構成員回答（団体名：H市） 構成員回答（団体名：I市） 構成員回答（団体名：J市）

事前確認前整理

4702 1.2.2. 新規車両登録

各種異動情報（原付等の登録、廃
車申請及び陸運支局、軽自動車検
査協会から送付される申告書等）
に基づき、新規登録ができるこ
と。

各種異動情報（原付等の登録、廃
車申請及び陸運支局、軽自動車検
査協会から送付される申告書等）
に基づき、新規登録ができるこ
と。
所有者入力時、使用者に複写
できること

ほとんどの場合、所有者と使用者
は同一であり、複写できること
で、作業の効率化が大幅に見込ま
れるため。

機能要件としては新規登録に限定する必要はないと思われるた
め、1.1.5.の箇所にオプションで追加する方向で検討します。
使用者について、所有者と同一人の場合は所有者の情報を複写
して設定できること。

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 申告の大半は所有者と使用者が同一であり、使用者=所有者（納税義務者）
と同じといった形での選択はできないのか（ラジオボタン等）
1件ずつ所有者・使用者を個別に入力しないといけない場合かなりの手間が
かかると思われる。

問題ない。

5031 1.2.2. 新規車両登録

各種異動情報（原付等の登録、廃
車申請及び陸運支局、軽自動車検
査協会から送付される申告書等）
に基づき、新規登録ができるこ
と。

左記に追加して、「管理する非課
税団体で課税登録をした場合「非
課税団体として登録されている」
等の適切なアラートを出力するこ
と。」

1.1.9.課税区分管理で管理する情
報と連携させ、処理誤り等を防
ぎ、より適正な課税を行うため。

1.1.8.の機能要件を以下の通り修正する方向で検討します。

特定の団体を～管理できること。
追記：非課税対象とした団体の所有する車両について、課税区
分を課税と設定した場合はアラート対象とできること。

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。
（機能要件1.1.8.に追記を行う想定です。）

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

227 1.2.20 登録時エラーチェック

【エラー対象】
燃料の種類（４輪のみ）
【アラート対象】
初度検査年月日

【エラー対象】
燃料の種類（原付・ﾐﾆｶｰ・４輪の
み）
【アラート対象】
初度検査年月日（原付・小型特殊
を除く）

原付・ﾐﾆｶｰの入力値エラーチェッ
クについて燃料種別に応じた数値
で判定が行う必要があるため
原付・ﾐﾆｶｰ・小型特殊に対しア
ラートを必要とする情報ではない
ため

1.2.20.と1.2.21.に「車種ごとにチェック対象とするかどうか
選択できる」記載を追加し、どの車種がチェック対象かどうか
は明記しない方針とする整理で進めたいと考えます。よって燃
料の種類、初度検査年月についてはどの車種が対象かは仕様書
上では明確にはしませんが、各団体の判断に合わせて運用いた
だく想定となります。

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。
1.2.20.と1.2.21.それぞれへ追記する想定です。

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

4838 1.2.20 登録時エラーチェック

未入力チェック（新規登録・変更
登録）について、エラー対象６項
目、アラート対象３項目

【エラー対象】に「登録（変更）
年月日」を含むこと。

陸運支局及び軽自動車検査協会か
ら送付される申告書に基づき新規
登録及び変更入力を行う車両につ
いては、登録年月日の入力が必要
となるため。

1.2.20.のエラー対象に異動日（登録年月日）を追加します。 ● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

4105 1.2.20. 登録時エラーチェック

新規登録、変更登録時に必須項目
の未入力エラーチェックができる
こと。

【エラー対象】
車種
車台番号
燃料の種類（４輪のみ）
車両番号（標識番号）
納税義務者（氏名、住所）
課税区分

【アラート対象】
排気量
車名
初度検査年月

新規登録、変更登録時に必須項目の
未入力エラーチェックができるこ
と。
試乗標識・臨時運行許可標について
は、当該エラーチェックの対象とし
ないこと。

【エラー対象】
異動年月日（登録年月日（取得
日））
車種
燃料の種類（４輪のみ）
車両番号（標識番号）
納税義務者（氏名、住所）
課税区分

【アラート対象】
車台番号
排気量
車名
初度検査年月

試乗標識・臨時運行許可標につい
ては、同一の標識を複数回使用
（許可期間終了で返却後に再度次
の許可期間を設定して使用）して
おり、通常の登録等とは標識の扱
いが異なるため、エラーチェック
対象外とした。
また、車台番号については、農耕
機等の古い登録物件で車台番号の
記録の無い物件も存在することか
ら、エラー対象となると異動がで
きなくなるため、エラーではなく
アラートの対象とした。

異動日は必須入力項目であるた
め、エラー対象とすべきと考え、
追加した。

「車種ごとにチェック対象とするかどうか選択できる」記載を
追加し、どの車種がチェック対象かどうかは明記しない方針と
する整理で進めたいと考えます。
なお、省略されるケースもあるとのことですので、「車台番
号」と「燃料の種類」はアラート対象とする方向で検討しま
す。
また、エラー対象に異動日を追加します。

臨時運行標識は本仕様書の対象外となるため要件での言及は行
わない方針です。

機能要件1.2.20.
「車台番号」、「燃料の種類」は記載を省略される場合があ
る。

● B APPLIC意見も踏まえ、「車台番号」と「燃料の種類」はアラート対象とす
る方向で考えています。
対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答ください。

その他は、227及び4843と同様ですので、該当項番でご回答いただければ
問題ありません。

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

2328 1.2.21 登録時エラーチェック

【エラー対象】
廃車年月日
標識回収区分(原付・小型特殊の
み)

【エラー対象】
廃車年月日
標識回収区分(原付・小型特殊の
み)
廃車事由

統計資料作成時、廃車件数を廃車
事由ごとに集計しているため。

運用上の差異が想定されるため、廃車事由をアラート対象とし
て追加する方向で検討します。

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

6498 1.2.21. 登録時エラーチェック

◇未入力チェック（廃車登録）
廃車登録時に必須項目の入力
チェックができること。

【エラー対象】
廃車年月日
標識回収区分（原付・小型特殊の
み）

◇未入力チェック（廃車登録）
廃車登録時に必須項目の入力
チェックができること。

【エラー対象】
廃車年月日
標識回収区分（原付・小型特殊・
ミニカーのみ）

当市では現状、名義変更廃車の際
は標識回収区分を入力しないので
エラーではなくアラートを希望

機能要件1.2.21.
一部運用していない団体がいるようであるため、標識回収区分
をアラート対象に変更する方向で検討します。
（名義人変更による廃車でも基本的には標識回収を行う想定で
す）

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

4719 1.2.22. 登録時エラーチェック

【アラート対象】
盗難廃車された車台番号の新規登
録時

この修正により、盗難車両の不正
登録を未然に防ぐことができ、ひ
いては住民サービスの向上と税の
公正につながるものと考えます。

不正防止の観点で意義のあるチェック機能と思われるため、ア
ラート対象に以下の記載を追加する方向で検討します。

※機能要件1.2.22.⇒オプション
盗難の事由により廃車された車台番号

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

228 1.2.23 登録時エラーチェック

【アラート対象】
所有形態
形状
納税義務者

【アラート対象】
所有形態
形状
納税義務者
用途
仕様の本拠地を表す地域名(標識
番号)
分類番号(標識番号)
ひらがなまたはローマ字(標識番
号)

用途情報の登録の誤りによる税額
の誤りを事前に防ぐため
また標識番号の情報と課税区分の
整合性をチェックするため

用途情報の登録の誤りによる税額の誤りは、具体的には「公益
使用等に該当する用途の車両において、課税区分が減免に設定
されているかのチェック」として記載を行いたいと思います。

標識番号と課税区分チェックの内容が不明です（このナンバー
は非課税、減免といったものはない認識です）。

例として以下のようなチェックが想定できますが、曖昧で
す。また、課税区分と所有形態の整合性チェックは想定でき
ません。チェックの章を設ける場合、具体的な記載にしない
と、カスタマイズが増える結果とならないでしょうか。

・前回から「官公署課税-公用車」が削除されていますが、
「納税義務者」のアラートの意味は、課税区分「官公署非課
税」の時に納税義務者が「官公署」でなければアラートか。
・「形状」とあるのは課税区分「減免」の時に形状が「構造
減免や福祉車両に該当しそうな形状」でなければアラート
か。

● B 機能要件1.2.23.については、どのようなチェックを行うか具体化して記載
を行います。
記載案は、WTでの議論や全国照会を踏まえ、以下の通りとする方向で考え
ていますが、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答ください。

新規登録及び変更登録の際に、課税区分の設定内容について以下の整合性
チェックができること。
【アラート対象】
◆所有形態
・商品車両において、課税区分が課税免除に設定されているか
◆形状
・構造減免・福祉車両に該当する形状の車両において、課税区分が減免に
設定されているか
◆用途
・公益使用等に該当する用途の車両において、課税区分が減免に設定され
ているか
◆納税義務者
・官公署が納税義務者となっている車両において、課税区分が官公署非課
税に設定されているか

軽自動車税（種別割）申告書上での「用途」は、「01乗用車、02トラック
（貨物）、09特殊用途自動車、10その他」の４種類だと思われるのです
が、公益使用等に該当する用途の車両というのはどのように判断するので
しょうか。
現状、軽自動車税（種別割）申告書上での「用途」以外の、例えば「公益
事業用」といった用途の登録はしていません。また、申告書上でも確認で
きるものではないため、減免申請時に定款等を見なければ確認できるもの
ではないのではないかと思います。
そのため、登録時のエラーチェックは不要ではないでしょうか。

当市では「車種」と「用途」に同一の内容を入力しています。当市のシス
テムでは、課税額の判定に車種の項目の入力内容を使用していますが、用
途の項目で判定をしている場合に「車種」と同様のチェックが必要という
ことではないかと思ったのですが、いかかでしょうか。

特になし 意見なし 現状、当市では所有形態や形状用途による課税の判定を行っていない。
併せて用途や形状といった項目も入力していないが、課税誤り防止という
観点から実際にそれらの項目を入力している団体では利用できるかもしれ
ない。

5328 1.3.4 対象車両特定処理

【対象項目】車台番号・車両番号 対象項目の車台番号について、対
象項目に含める含めないが選択出
来ること

前システム（富士通トパーズ）の
入力字数と入力規則の制限によ
り、車台番号が完全一致しない物
件が有るため。二輪で字数制限を
超えるものは編集して登録。四輪
でー以下の桁数が少ないものは０
を追加して登録。（二輪の取込も
同様の仕様であると想定）

中間標準レイアウトの車台番号の桁数が実情に対して不足して
いることを考慮すると、当該問題は一般的に想定されるため、
機能要件1.3.4.に以下の内容を追記します。

マッチング対象項目は選択できること。

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 問題なし。 問題ない。

・システムで管理する項目によってチェックできる内容も変わるので、「管理
項目の再検討も含めた登録時エラーチェックの見直し」とするかどうかも要検
討事項と考えます。
・検討にあたり、軽自動車税申告書が書面によるものと電子データによるもの
とでも取扱いが異なる可能性もあるものと考えます。
【所有形態】
◆所有形態は、地方法施行規則第33号の４の２（第33条の５）様式の「所有形
態」の欄に記載される情報が記録されるものと認識しています。具体的には、
(1)自己所有、(2)所有権留保、(3)商品車、(4)リース車、・・・(6)その他の事項
になります。その結果、登録時エラーチェックとして次のチェックを想定する
ことができます。
・商品車であれば、非課税
・自己所有であれば、所有者が納税義務者
・所有権留保であれば、使用者が納税義務者　　など
【用途】
◆用途は、地方法施行規則第33号の４の２様式の「用途」の欄に記載される情
報が記録されるものと認識しています。具体的には、(1)乗用車、(2)トラック
（貨物）、・・・(10)その他の事項になります。
その結果、登録時エラーチェックとして次のチェックを想定しています。
・同様式の「種別」、「営・自区分」、「車体の形状」などの欄の組み合わせ
により、適用税率などの整合を確認できるものと認識しています。ただし、こ
れらの情報は「1.1.1車台情報管理項目」に明確に規定されていないため、管理
項目の見直し又は用語の定義を見直しが必要だと考えます。
・上記認識だと、「公益使用等に該当する用途」とは「用途」欄に記載される
選択肢として該当がありませんし、「用途」の定義について第２回機能WT議事
録の同項目番号において議論した結果、エラーチェックから削除した経緯が
あったと思います。
【標識番号】※添付の参考資料参照
◆標識番号（例：標識が多摩500あ12-34の場合）（①仕様の本拠地を表す地域
名(例：多摩)＋②分類番号(例：５００)、③ひらがなまたはローマ字(例：あ)＋
④番号（例：12-34)
・標識番号の①の部分により、当該車両の定置場が課税団体の区域内にありう
る車両かどうかがチェックできます。（例：○○市では品川ナンバーは登録す
ることはないなど）
・標識番号の②から③までの部分により、「用途」「営・自区分」がチェック
可能となり、更に「軽課判定」、「初度検査年月日」と組み合わせて適用税率
がチェックできます。
【納税義務者】
「官公署が納税義務者となっている車両」について、納税義務者が軽自動車税
で認識している官公署であるかどうかは、原則として、軽自動車システムで納
税義務者毎に官公署であることを識別するための管理ができないと実現できな
いのではないでしょうか。仮に宛名システムで法人毎に「官公署」である管理
を求めて利用することもありうると思いますが、他業務システムにおいても共
用できる管理項目として記録しうるのかも十分に検討を要すると思います。
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意見番号 機能要件
項目番号

項目名 修正前 修正後 意見の根拠 対応方針 整理フラグ（他業
務・帳票要件等）

参考情報 WT事前確認

地方税法（法律・政令・省
令）への準拠

住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他 APPLIC意見（抜粋） 事前確認
対象

仕様への反映 確認項目 構成員回答（団体名：C市） 構成員回答（団体名：D市） 構成員回答（団体名：E市） 構成員回答（団体名：F市） 構成員回答（団体名：H市） 構成員回答（団体名：I市） 構成員回答（団体名：J市）

事前確認前整理

6308 1.3.6 対象車両特定処理

＜実装してもしなくても良い機能
＞
取り込んだ軽自動車検査情報の所
有者について、台帳上の情報と以
下の項目でマッチングし、宛名候
補の特定ができること。
【対象項目】
氏名
住所

＜実装してもしなくても良い機能
＞
取り込んだ軽自動車検査情報の所
有者・使用者について、台帳
上の情報と以下の項目でマッ
チングし、宛名候補の特定が
できること。
【対象項目】
氏名
住所
生年月日（個人の場合）

氏名・住所のみではなく生年月日
や性別も含めた情報で間違いなく
宛名を特定する必要がある。

機能要件1.3.6.の対象項目に以下を追加する方向で検討しま
す。

生年月日

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

軽自動車検査情報に生年月日はないため、マッチング不可であると考え
る。

申告書上の情報だと、納税義務者の生年月日しかわからないため、所有者
と使用者が同一でない限り、所有者か使用者のどちらかの生年月日しかわ
からないのではと思うのですが、軽自動車検査情報を取り込んでいる自治
体では把握できているということでしょうか。
現在軽自動車検査協会から送付される申告書データの取込を行っている自
治体に聞いたところ、現状のデータでは、納税義務者の生年月日しかな
く、所有者・使用者が納税義務者と同一である場合以外は所有者・使用者
ともに生年月日のデータが来ないため、マッチングのしようがないとのこ
とでした。
生年月日データが無い場合エラーとして上がらない仕様とし、生年月日が
異なっている場合はエラーとするならば問題ないと思います。

特になし 意見なし 検査情報において生年月日の情報は管理していないと思うが、どのような
形でマッチングをするのか、

問題ない。

2325 1.3.7. 差分抽出

【対象項目】
車種
初度検査年月
排気量
用途
所有者（氏名（名称）、住所（所
在地））
使用者（氏名（名称）、住所（所
在地））
重課対象区分
軽課対象区分

【対象項目】
車種
初度検査年月
排気量
用途
所有者（氏名（名称）、住所（所
在地））
使用者（氏名（名称）、住所（所
在地））
重課対象区分
軽課対象区分
営業用・自家用区分

営業用と自家用によって軽自動車
税額が異なる。営業用・自家用区
分の不一致項目を抽出すること
で、納税者へ誤った税額を通知す
ることを防止することができるた
め。

機能要件1.1.1.及び1.3.7.に対して、申告書の項目でもあること
から「営業用・自家用区分」を追加する方向で検討します。

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。
機能要件1.1.1.にも反映事項あり

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

4486 1.3.7. 差分抽出

【対象項目】 【対象項目】
車名、燃料の種類　の追加

車名に関しては単純な入力誤りの
発見のため。燃料の種類について
はガス会社などハイブリッド改造
があり得、かつ重課・軽課に影響
するので、全件チェックの事務量
を低減できる。

機能要件1.3.7.の対象項目に以下を追記する方向で検討しま
す。

車名、燃料の種類

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

6902 1.3.7. 検査情報取込処理

【対象項目】
使用の本拠の位置

検査情報と台帳情報上の使用の本
拠の位置も対象項目とすること
で、住民票上の住所と異なる使用
の本拠の位置で登録されている車
両についての課税誤りを防ぐた
め。

機能要件1.3.7.の対象項目に以下を追記する方向で検討しま
す。

定置場（使用の本拠）

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

検査情報と台帳情報の住所は「番地」や「アパート名」等、表記が異なる
ため、ほとんどのものがエラーになる可能性がある。

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

1470 3.2.1 減免対象抽出

前年度の減免者及び以下に該当す
る減免対象区分・減免対象年度を
選択し抽出できること。
なお、対象者が死亡している場合
は別途抽出できること。
【減免対象区分】
生活保護
公益使用
身体又は精神障害者
知的障害者
構造が専ら身体障害者等の利用に
供する
戦傷病者
福祉車両
災害
その他

前年度の減免者及び以下に該当す
る減免対象区分・減免対象年度を
選択し抽出できること。
なお、対象者が死亡している場合
は別途抽出できること。
【減免対象区分】
生活保護
公益使用
身体又は精神障害者
知的障害者
構造が専ら身体障害者等の利用に
供する
戦傷病者
福祉車両
災害
その他
納税義務者本人が身体障害者
納税義務者の家族が身体障害者

一度減免したものへの次年度以降
の継続した減免申請に際して、郵
送する案内文や申請内容確認書を
作成する処理において、障害者と
納税義務者の関係性によって作成
する内容が異なり、本人であるか
家族であるかを区別する印が必要
となるため。

減免情報管理の要件は、以下の方法で分けて定義を行う方針で
検討します。
前者については3.2.1.の上行に移行して記載する想定ですが、
記載方法について現在の事務上違和感はないか構成員意見を踏
まえ判断します。

・【新規定義】減免対象区分ごとに管理（マスタ管理）をする
もの
　⇒減免対象区分の名称、減免割合、減免額、単年度/継続区
分
・【3.2.1.】減免対象抽出
　⇒減免対象区分の列挙（生活保護～その他）を削除

・【3.2.6.】減免対象者情報としての管理をするもの
　⇒車両情報、納税義務者情報、障害者情報、～、審査結果、
～

※現在列挙している減免対象区分（生活保護～その他）は団体
ごとに任意で設定できる想定となりますので、備考欄に例とし
て補足する対応としたいと考えています。
※また、精神障害や知的障害などの障害名については後続の要
件の障害者情報（障害名）で把握できるため、例示の記載は一
律で障害者（本人が運転/生計を一にするものが運転/常時介護
者が運転）とします。

「減免対象区分」のうち障害者減免関係については以下に変
更が良い
・障害者（本人が運転）
・障害者（生計を一にする者が運転）
・障害者（常時介護者が運転）

※厚生労働省HPにて「障害者に対する自動車税、軽自動車税
または自動車取得税の減免について」という中核市以上の自
治体に通知している資料を参照

● A 減免対象区分は各団体で任意に設定して管理する想定となりますが、減免
対象区分単位で管理が必要な情報について認識相違ないかご回答くださ
い。
その他、減免に関する機能要件の記載の見直し方針について、ご意見・ご
確認点等ありましたらご回答ください。

問題ありません。 特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。 認識相違なし。

4840 3.2.1 減免対象抽出

対象者が死亡している場合は別途
抽出できること。

対象者が転出している場合も別途
抽出できること。

対象者が市外に転出している場合
も減免の対象外となるため、別途
抽出し、確認する必要があるた
め。

転出者を条件に追加し、3.2.1.の記載を以下の通りとしたいと
考えます。

前年度の～抽出できること。

【減免対象区分】
～

【対象者のうち別途抽出・除外する条件】
対象者に異動（転出、死亡）あり

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 問題なし。 転出者でも定置場が市内であれば、当市で課税及び減免するため、「除
外」という表現は削除してほしい。

5356 3.2.1 減免対象抽出

－ 減免対象者抽出条件に年齢超過者
（18歳到達者）を追加。

本市においては、障がい者減免を
継続するにあたり、18歳未満の身
体障がい者のうち18歳に到達する
人については、毎年通知等により
期限までに所定手続きをお願いし
ている。当該対象を抽出するにあ
たり、減免対象者数の数が膨大で
あり、個別に抽出するのは実用的
ではない。一括抽出することによ
り、時間の効率化が図れる。【所
要時間（1m）×減免対象者数
（約12,700人）=約212H】

機能要件3.2.4.の出力対象項目の「手帳保持者情報」につい
て、後続の「障害者情報」に記載を揃えます。
また、当該情報に生年月日を追加する方向で検討します。

◆3.2.4.追加候補の整理
申請年月日
車両情報：軽自管理番号、車種、排気量を追加
納税義務者情報：電話番号、名義人区分
障害者情報：個人番号（マイナンバー）、電話番号、生年月
日、手帳の種類、手帳番号、手帳交付年月日、再認定年月日、
納税義務者との関係、生計を一にする親族の有無
運転者情報：氏名、住所、電話番号
期間（開始年度、終了年度、開始決定日、終了決定日）
課税額
特記事項

帳票（要検討） ● B 機能要件3.2.4.の減免対象者一覧については、団体ごとに印字したい項目に
大きな差異があるため、追加要望についてはオプションとして整理を行い
ます。
帳票要件No.29では、「EUC代替可」としているためそれぞれの団体で必要
な項目の抽出にはEUCで対応できる想定です。
対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答ください。

「◆3.2.4.追加候補の整理」については、関連意見（5356と同様としている
もの）を参照のうえ認識相違がありましたらコメントください。

特になし 意見なし 手帳の再認定年月日は減免の申請項目になく福祉担当部署で管理する項目
のため、課税担当部署で収集していない情報である。

未入力の項目についてエラーとならなければ問題ない。

6309 3.2.1 減免対象抽出

前年度の減免者及び以下に該当す
る減免対象区分・減免対象年度を
選択し抽出できること。
なお、対象者が死亡している場合
は別途抽出できること。

前年度の減免者及び以下に該当す
る減免対象区分・減免対象年度を
選択し抽出できること。
なお、対象者が死亡している場合
は別途抽出できること。
該当車両が廃車・名義変更さ
れた場合も、別途抽出できる
こと。

死亡の場合だけでなく、
減免対象車両が廃車や名義変更等
で変更になった場合にも、翌年度
申請前に減免情報の修正について
義務者に通知できる。

【4840に関連】
転出者を条件に追加し、3.2.1.の記載を以下の通りとしたいと
考えます。

前年度の～抽出できること。

【減免対象区分】
※1470では削除想定※

【対象者のうち別途抽出・除外する条件】
対象者に異動（転出、死亡）あり
対象車両に異動（変更登録、廃車登録）あり

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 問題なし。 4840同様

4934 3.2.1. 減免対象抽出

前年度の減免者及び以下に該当す
る減免対象区分・減免対象年度を
選択し抽出できること。

前年度又は本年度の減免者及び以
下に該当する減免対象区分・減免
対象年度を選択し抽出できるこ
と。

減免申請書等の郵送を3月に実施
することで、4月以降の人事異動
や業務繁忙期に業務が重なること
を避けることが出来るため

機能要件3.2.2.
「現年度」を追記する方向で検討します。

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

2329 3.2.4. 減免対象抽出

＜実装すべき機能＞
抽出した減免対象者について、以
下の項目をリストで出力できるこ
と。
【出力対象項目】
減免区分
車両情報（車台番号、車両番号
（標識番号）、形状、用途）
納税義務者情報（氏名、住所）

＜実装すべき機能＞
抽出した減免対象者について、以
下の項目をリストで出力できるこ
と。
【出力対象項目】
減免区分
車両情報（車台番号、車両番号
（標識番号）、形状、用途）
納税義務者情報（氏名、住所）
該当年度
課税額または減免額

対象者情報管理の都合上、減免に
かかる処理を実行する上で照合す
るデータ項目として必要であるた
め。データ出力されない項目の
ピックアップ等、別途リスト作成
する際の担当者（１人）の作業時
間（おおむね月に１～２時間程
度）低減につながるため。

3.2.1.の機能要件が年度指定を前提としているため、出力対象
項目に該当年度は不要と判断します。
「課税額または減免額」について、必要性が不明ですが、「減
免額」はすでに記載にある通りなので、「課税額」を追加する
対応とします。

帳票（要検討） ● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

4481 1.2.8. 廃車登録

複数の車両について、一括で名義
人を変更できること

＜実装してもしなくても良い機能
＞へ変更

エラーリスクが高いため、必須で
はなく標準オプション機能とされ
たい。また申告書管理情報が附番
しにくく、問合せ対応時に申告書
を探す時間を要するため。

ディーラーなどの対応で構成員内でも必要性に差異があったか
と思われるため、再度確認の上問題ないようであればオプショ
ンとする方向で検討します。

● B 左記の通り機能要件1.2.8.をオプションとする方向で考えています。
ディーラーがどの程度市内にあるかなど団体間で必要性に差異があるた
め、上対応でも問題ないものと想定していますが、ご意見・ご確認点等あ
りましたらご回答ください。

オプションでいいと思います 意見なし

利用頻度は少ないため問題なし オプションでよい。 オプションで問題なし。

4482 1.2.12. 廃車登録

複数の車両を一括で廃車できるこ
と。

＜実装してもしなくても良い機能
＞へ変更

エラーリスクが高いため、必須で
はなく標準オプション機能とされ
たい。また申告書管理情報が附番
しにくく、問合せ対応時に申告書
を探す時間を要するため。

ディーラーなどの対応で構成員内でも必要性に差異があったか
と思われるため、再度確認の上問題ないようであればオプショ
ンとする方向で検討します。

● B 左記の通り機能要件1.2.12.をオプションとする方向で考えています。
ディーラーがどの程度市内にあるかなど団体間で必要性に差異があるた
め、上対応でも問題ないものと想定していますが、ご意見・ご確認点等あ
りましたらご回答ください。

オプションでいいと思います 意見なし

利用頻度は少ないため問題なし オプションでよい。 オプションで問題なし。

5653:64F53 3.2.6 減免情報管理

運転者情報（宛名情報、電話番
号、個人番号）

運転者情報（宛名情報、電話番
号、個人番号、運転免許証交付年
月日及び有効期限、運転免許の種
別、条件）

減免処理では、対象者抽出の条件
として運転者とされるものに現に
運転する資格があるか確認が必要
であるため免許証情報が必要とな
る（当市税条例だけでなく市税条
例（例）に同様の表現があるため
全国共通であると思われる）

免許証情報が確認できなければシ
ステムによる一括自動判定はでき
ないため個別に承認フラグを立て
る、又はフラグ立てをして一括処
理を行うなどの必要がある。

減免情報管理について団体間で条例・施策などに基づく必要管
理項目に差異がある状況です。データ容量などの要素を含めて
全体として要求過大となることは望ましくないため、類型の整
理方針として、APPLIC意見を参考に以下の通りとする方向で
考えます。最終的には、構成員意見を踏まえ判断としたいと思
います。
■納税義務者情報
すでにオプションの罹災届出証明を除き必須
■障害者情報
宛名基本情報、電話番号、個人番号（マイナンバー）、障害名
を必須
他はオプション（意見照会で追加するもの含む）
■運転者情報
宛名基本情報、電話番号、個人番号（マイナンバー）を必須
他はオプション（意見照会で追加するもの：運転免許証交付年
月日及び有効期限、運転免許の種別、条件）
■その他
許可事由は必須のまま
審査結果、不許可事由、期間は団体により要否に差異があるた
めオプション

（１）「審査結果」「許可/不許可事由」結果を入力すること
で運用面での問題は無い認識です。
（２）減免は基本的には毎年申請だと思いますが、中には減
免の種類によって期間を設けている自治体もあるので「期
間」は「実装してもしなくても良い機能」
（３）運転者情報として「障害者との関係」を管理している
ところが、あります。機能要件にある障害者情報としての
「納税義務者との関係」や「生計を一にする親族の有無」は
求められたことがありません。障害者や運転者の管理は宛名
情報の程度にして他はオプション扱いにするのが一番バラン
スがよいと考えます

● A 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。
特段問題が想定されないようであれば左記の方針で進めたいと考えます。

問題なし 意見なし 問題なし。 問題ない。

3981 3.2.6 減免情報管理

【実装すべき機能】
障害者情報（宛名情報、電話番
号、個人番号（マイナンバー）、
障害名、障害等級、個別等級、
納税義務者との関係、生計を
一にする親族の有無）

減免をする際の判定として、障害
等級だけでなく、個別等級も使用
しているため。

機能要件3.2.6.に以下の変更を加える方向で検討します。

【オプションに追加】
障害者情報：個別等級

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

個別等級・総合等級とも必要と考える 意見なし 問題なし。 問題ない。
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意見番号 機能要件
項目番号

項目名 修正前 修正後 意見の根拠 対応方針 整理フラグ（他業
務・帳票要件等）

参考情報 WT事前確認

地方税法（法律・政令・省
令）への準拠

住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他 APPLIC意見（抜粋） 事前確認
対象

仕様への反映 確認項目 構成員回答（団体名：C市） 構成員回答（団体名：D市） 構成員回答（団体名：E市） 構成員回答（団体名：F市） 構成員回答（団体名：H市） 構成員回答（団体名：I市） 構成員回答（団体名：J市）

事前確認前整理

4842 3.2.6 減免情報管理

【管理対象項目】
・車両情報　３項目
・障害者情報　７項目

【管理対象項目】に以下の項目を
追加
・車両情報に「車種」
・障害者情報に「生年月日」「手
帳の種類」「手帳番号」「手帳交
付年月日」

抽出した情報を基に次年度の減免
申請書（継続用）を作成してお
り、左記の項目についても当該減
免申請書に記載が必要な項目とし
て、姫路市市税条例施行規則第13
条の３第４項において、定められ
ているため。

次年度も同一の事由による減免を
受けようとする者に対して送付す
る減免申請書（継続用）に記載す
る必要項目となるため。

機能要件3.2.6.に以下の変更を加える方向で検討します。

【オプションに追加】
車両情報：車種
障害者情報：生年月日、手帳の種類、手帳番号、手帳交付年月
日

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

1543 3.2.6. 減免情報管理

新規申請の際に提出された免許証
情報を登録し、翌年度以降の免許
書提出を省くことができるように
するため。

機能要件3.2.6.にオプションとして以下の変更を加える方向で
検討します。

【オプションに追加】
運転者情報：免許番号、有効期限、交付年月日、免許の種類、
免許の条件等

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 問題なし。 3612と同様。

4623 3.3.4. 更正（税額変更）

条例で定められている納期限を一
括で設定することができること。

条例で定められている納期限を一
括で設定することができること。
条例で定められている納期限後に
更正を行った場合には、個別に任
意の納期限を設定することもでき
ること。

法定納期限後に更正の事実が判明
し、更正を行った場合など、法定
納期限により難いと認められると
きには、市長が別に納期を定める
ことができる旨の規定を本市では
条例に定めており、随時納期を設
定できるような機能が必要であ
る。

納期限を個別に設定する要望が散見されるほか、条例に基づく
業務で必要になるケースも見受けられるため、個別設定を追加
する方向で検討します。

通知書ごとに納期限を設定することもあることから、個別設
定の記述を追加してはどうか。

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

41 4.1.1 納税通知書（兼納付書兼納税証明書）発
行

当初課税時または更正時に、一定
の出力条件を指定し一括または個
別に納税通知書（兼納付書兼継続
検査用納税証明書）を出力できる
こと。
【一括出力条件】
全件、市内/市外（都道府県内/都
道府県外）/海外（※出力除外対
象）、一般納付（納付書納付）/
口座振替、前年度減免対象者
【一括出力順】
氏名50音順、住所順（地区を設
定）、郵便番号順、所有車両の台
数順

【一括出力条件】に「前年度未納
者」を追加

全ての年度の完納が確認できない
と納税証明書は発行できないこと
としている。当初発送時に未納者
の納税通知書（兼納付書兼継続検
査用納税証明書）には車台番号を
非表示（アスタリスク表記）にし
たうえで発送することから、個別
確認を必要とするため。

出力条件に前年度未納者を追加する方向で検討します。
ただし前年度収納情報が課税側へ連携されていることが前提と
なるため、オプションとする整理方針とします。

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

317 4.1.1 納税通知書発行

当初課税時または更正時に、一定
の出力条件を指定し一括または個
別に納税通知書（兼納付書兼継続
検査用納税証明書）を出力できる
こと。

【一括出力条件】
全件
市内/市外（都道府県内/都道府県
外）/海外（※出力除外対象）
一般納付（納付書納付）/口座振
替
前年度減免対象者

【一括出力順】
氏名50音順
住所順（地区を設定）
郵便番号順
所有車両の台数順

当初課税時または更正時に、一定
の出力条件を指定し一括または個
別に納税通知書（兼納付書兼継続
検査用納税証明書）を出力できる
こと。

【一括出力条件】
全件
市内/市外（都道府県内/都道府県
外）/海外（※出力除外対象）
一般納付（納付書納付）/口座振
替/納税貯蓄組合
前年度減免対象者

【一括出力順】
氏名50音順
住所順（地区を設定）
郵便番号順
所有車両の台数順
納税貯蓄組合順

納税貯蓄組合法第６条における租
税納付の委託を円滑に行うため。

課税側でも納税貯蓄組合（帳票要件に定義）の管理を規定して
いますので、納税通知書の出力条件（機能要件4.1.1.）にオプ
ションとして以下を追加する方向で検討します。
納税貯蓄組合

（収納WT側での検討事項にも影響するため共有します。）

（租税納付の委託）
第六条　納税貯蓄組合の組合員は、納税貯蓄組合預金をもつて
租税の納付に充てようとするときは、納付書、納税告知書その
他租税の納付に必要な書類を当該預金の預入先の指定金融機関
に提出し、その納付を委託することができる。

収滞納管理 ● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 納税貯蓄組合への委託は行っていないため必要性については回答できない
が委託を行っている団体については必要だと思われる。

問題ない。

1514 4.1.1 納税通知書（兼納付書兼納税証明書）発
行

一括出力条件に、前年度死亡者を
追加

地方税法443条により、所有者課
税であることから、課税の適正化
を図るため。

名義変更・廃車の案内を送付する
ことにより、適正な課税を行うた
め。

死亡者リストを出力し、納税通知
書全件から80件程度ピッキングし
なければならなくなる。2人の作
業で、のべ8時間程度低減される
と考えられる。

課税の適正化のため。 一括出力条件として死亡者を追加する方向で検討します
死亡者は、通常の納通発行とは異なる運用になると想定される
ため、必須とし、以下のような記載としたいと思います。

前年度減免対象者（該当/非該当）※すでに記載されているも
のの表現修正
死亡者（該当/非該当）

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

3380 4.1.1 交付

現年度減免対象車両の納税通知書
を出力させないこと。
または、【一括出力順】の項目に
「現年度減免対象車両」を追加。

＊出力順
納付書発送時の引き抜き作業の軽
減　　　　　　　　　　（約600
通を約60,000通（約300箱）から
引き抜く。4人で2時間程度の作業
が想定される。現在は別に出力さ
れる仕様。）

＊出力しない場合
用紙作成枚数（経費）の削減のた
め

以下についても出力条件に追加する方向で検討します。
減免申請は通常は当初課税後に行われるものである点を考慮し
てオプションとします。

現年度減免対象者（該当/非該当）

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 当市は減免申請件数が多く、減免全件を出力の上抜き取りをするとなると
大きな労力がかかるため、現年減免対象者は出力しない形を必須としてほ
しいが、他市の状況を併せて考えるとオプションが妥当とも考えられる。

問題ない。

3430 4.1.1 納税通知書（兼納付書兼納税証明書）発
行

【一括出力順】
氏名50音順
住所順（地区を設定）
郵便番号順
所有車両の台数順

【一括出力順】
宛名番号順
氏名50音順
住所順（地区を設定）
郵便番号順
所有車両の台数順

抜き出しなど探しやすいと思われ
るため

宛名番号順を追加する方向で検討します。
出力順の指定に係るオプションを想定しています。

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

5069 4.1.1 納税通知書（兼納付書兼納税証明書）発
行

以下の【一括出力条件】を追加
新年度重課税対象車両
前年度軽課対象車両対象

新年度より重課税となる、あるい
は軽課適用終了により税額が増え
る方を対象に別途お知らせを同封
しているため、対象車両を所有す
る納税義務者を対象に出力できる
ようにしてほしい。

出力条件として「現年度の新規経年重課対象」をオプションで
追加する方向で検討します。

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

5498 4.1.1 納税通知書

なし ＜右記に掲げる機能の追加＞ 【一括出力順】に次の機能がない
ため，追加をお願いします。
❶DV設定有無（誤発送防止のた
め常に一番最初に出力している）
❷車両に関するソート順（標識番
号順等）
❸個人を特定する番号（氏名50音
順では同姓同名に対応できないた
め）

以下の方向で検討を行います。

【追加】
・一括出力条件⇒（自治体共通で対応が必要なため必須）
DV支援措置/機微情報対象者（該当/非該当）

・出力順⇒（団体ごとの運用の考え方次第であるためオプショ
ン）
標識番号順、宛名番号順

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

2903 4.1.1. 納税通知書（兼納付書兼納税証明書）発
行

納税義務者送付分の納税通知の他
に、非ＭＴ行送付分と納税貯蓄組
合送付分の納税通知を出力できる
こと。（非ＭＴ行とは、伝送又は
電子媒体で口座振替情報
送受信を行わずに、納税通知書の
納付書（紙媒体）を用いて口座振
替業務を行う金融機関のこと。）
出力に際して、銀行ごと、納税貯
蓄組合ごとに分けて出力できるこ
と。

納税義務者本人へ納税通知書を送
付するほかに非ＭＴ行送付分と納
税貯蓄組合に納税通知書を送付す
るため。

納税貯蓄組合は出力条件に追加する方向で検討します。

非ＭＴ行（伝送又は電子媒体で口座振替情報送受信を行わず
に、納税通知書の納付書（紙媒体）を用いて口座振替業務を行
う金融機関）への対応機能についても、同様にオプション扱い
とします。
定義としては出力条件に「金融機関（特定の金融機関を指定す
る）」を追加する方向で考えています。

出力条件に金融機関を追加する方向で検討します。

● B 出力条件（オプション）への「金融機関（特定の金融機関を指定する）」
について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答ください。

納税貯蓄組合は317と同様
（該当項番でご回答いただければ問題ありません）

なし 意見なし 非ＭＴ行及び納税貯蓄組合への対応について、収納業務での対応となるた
め、詳細について回答できない。（非ＭＴ行について本市で該当あるかは
収納担当に確認します）

問題ない。

5804 4.1.1. 納税通知発行

一括出力条件：市内/市外（都道
府県内/都道府県外）

一括出力条件として、「四国内/
四国外」等の複数の市町村又は都
道府県を指定できる機能の追加。

本市が、郵便振替の納税通知の出
力基準を「四国外」としているこ
とから、「四国内・外」で出力す
る必要があるため。

極めて独自性が高い要件になるため四国を条件に追加すること
は避けますが、
「都道府県」⇒「指定した都道府県」と記載を変更します。

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

意見なし 問題なし。 問題ない。

4342 4.2.5 課税物件異動通知発行

… 管理対象項目に「型式」の追加 当該車両を廃車入力する時の判断
材料とするため。

機能要件4.2.5.の管理対象に型式を追加する方向で検討しま
す。
帳票印字項目の検討結果にあわせて、オプションとします。

※その他関連意見
他自治体ナンバーの廃車申請を受け付けている時点で、その
場で旧標識を回収しているはずであることから、旧標識の回
収区分を設ける必要はないと考えます。

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。
また、APPLIC意見について他自治体の廃車受付を行う際に旧標識の回収が
できないものは受け付けていないという認識で相違ないでしょうか。
「旧標識の回収区分」を運用する必要性が内容であれば削除する対応を考
えています。

相違ない。 当市では、他自治体の廃車受付の際に旧標識を必須としているため、旧標
識の回収区分は必要ないと考えます。

他自治体の廃車受付は受付けていない、ナンバー回収して新ナンバー発行
する者のみ受付するため旧標識の回収区分はいらない、回収できないもの
は受付しない

意見なし 対応方針については問題なし。
他市標識の廃車受付については記載のとおり旧標識の回収ができないもの
は受付していない。

型式追加については特に問題ない。
旧標識回収については、回収した事実を基に弁償金が生じない裏付けとな
るため、必要と考える。

APPLIC意見について相違なし。
「旧標識の回収区分」について、削除してよいと考える。

6434 4.2.5. 課税物件移動通知発行

― 異動日（もしくは廃車日） 自治体により物件異動受付条件が
異なるため、申請日とは別に異動
日（もしくは廃車日）の欄があっ
た方が、受け取った自治体がいつ
付で廃車登録すべきかが確実なた
め

機能要件4.2.5.の管理対象に異動日（廃車日）を追加する方向
で検討します。

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

当市では、申請を受け付けた日を申請日としているため、申請日＝廃車日
となるのですが、申請日と廃車日はどのような場合に異なるのでしょう
か。課税物件異動通知の発送日と申請日はずれることがあるかもしれない
のですが、その場合は廃車日ではなく通知日を追記すべきではないでしょ
うか。現状の取り扱いでは申請日＝廃車日となるため、不要に感じます。

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

5361 4.2.7 各種手続き通知書発行

－ 試乗用標識について、有効期間満
了の業者の一覧表及び手続依頼通
知書の作成、また有効期限が到来
しているが、未手続業者の一覧表
及び催告書が作成できること。

試乗用標識を所有している業者に
ついては、毎年更新手続きを行っ
ていただく必要があるが、1年に1
回の手続きであるため、通知文等
の送付がなければ、業者が手続き
を失念してしまう可能性があり、
適正な手続きが行われない恐れが
ある。適正な手続きが行われるこ
とによる、住民サービスに与える
影響は大きいものと推察される。

試乗標識の回収状況についての情報抽出・一覧作成機能は、機
能要件1.1.4.に包有される認識ですが、
以下の手続き通知についてはオプションで追加する方向で検討
します。

試乗用標識更新手続き依頼通知
試乗用標識更新手続き催告

帳票（要検討） ● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 現在本市はＷｏｒｄ文書にて対応している。システムにて出力可能になれ
ば事務の軽減は期待できる。

問題ない。

2453 4.2.8. 各種手続き通知書発行

受付日 住民からの相談等に対し速やかに
回答する判断材料のため

実態に合った登録管理のため 放置バイク通知に関する情報の管理対象にオプションとして以
下を追加する方向で検討します。

受付日

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

減免に係る情報を管理（登録、修
正、削除）できること。

【管理対象項目】
申請年月日
減免対象区分
車両情報（車台番号、車両番号
（標識番号）、用途）
納税義務者情報（宛名情報、電話
番号、個人番号（マイナン
バー）、名義人区分、生活保護）
障害者情報（宛名情報、電話番
号、個人番号（マイナンバー）、
障害名、障害等級、納税義務者と
の関係、生計を一にする親族の有
無）
運転者情報（宛名情報、電話番
号、個人番号（マイナンバー））
審査結果
許可/不許可事由
期間（開始年度、終了年度、開始
決定日、終了決定日）
特記事項

減免に係る情報を管理（登録、修
正、削除）できること。

【管理対象項目】
申請年月日
減免対象区分
車両情報（車台番号、車両番号
（標識番号）、用途）
納税義務者情報（宛名情報、電話
番号、個人番号（マイナン
バー）、名義人区分、生活保護）
障害者情報（宛名情報、電話番
号、個人番号（マイナンバー）、
障害名、障害等級、納税義務者と
の関係、生計を一にする親族の有
無）
運転者情報（宛名情報、電話番
号、個人番号（マイナンバー）免
許番号、有効期限、交付年月日、
免許の種類、条件）
審査結果
許可/不許可事由
期間（開始年度、終了年度、開始
決定日、終了決定日）
特記事項



7

意見番号 機能要件
項目番号

項目名 修正前 修正後 意見の根拠 対応方針 整理フラグ（他業
務・帳票要件等）

参考情報 WT事前確認

地方税法（法律・政令・省
令）への準拠

住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他 APPLIC意見（抜粋） 事前確認
対象

仕様への反映 確認項目 構成員回答（団体名：C市） 構成員回答（団体名：D市） 構成員回答（団体名：E市） 構成員回答（団体名：F市） 構成員回答（団体名：H市） 構成員回答（団体名：I市） 構成員回答（団体名：J市）

事前確認前整理

2566 4.3.4 証明書発行

廃車申告受付書の発行と同時に該
当車両を廃車登録できること。

廃車登録時に廃車申告受付書の発
行ができること。
または、廃車申告受付書の発行と
同時に該当車両を廃車登録できる
こと。

機能WG内では、廃車入力と廃車
申告受付書の発行のどちらを先に
行っても、対応できるような記載
にするということだったが、廃車
申告受付書の発行を先に行う運用
しか記載されていないように見え
るため追記。

通常は廃車登録後に廃車申告受付書を行う前提で、当該機能の
み特筆した形ですが、記載ぶりについては再度WTで検討しま
す。

廃車登録が起因となり、廃車後に「廃車申告受付書」が交付
されます。
⇒「廃車申告受付書の発行と同時に該当車両を廃車登録」で
はなく「廃車登録と同時に該当車輌の廃車申告受付書の発行
が行えること」への修正を要望

● A APPLIC意見にもある通り、通常は廃車登録⇒廃車申告受付書発行の流れで
あるため、4.3.1.の要件にはその旨の追記を行いたいと思います。
機能要件4.3.4.について、窓口の人員体制に起因して必要という議論になっ
ていたと認識していますが、こちらは通常の運用方法ではないと見受けら
れることからオプションとする整理で検討したいと考えます。
整理方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答ください。

■整理方針
4.3.1.
⇒廃車登録を行い、廃車申告受付書の発行ができること。

4.3.4.
⇒オプション

確認事項の通りで　廃車登録⇒廃車申告受付書発行　先に廃車申告書が発
行されることはない

意見なし 整理方針4.3.1は4.3.2の誤りか。
4.3.4はオプションで問題ない。

問題ない。

4844 4.3.5 廃車申告受付書発行

名義人の変更登録の際に、新所有
者に対しての標識交付証明書と同
時に旧所有者への廃車申告受付書
を発行できること。

「番号変更」「名義変更+番号変
更」の手続きの際にも、同様の証
明書を発行ができること。

同時に発行することで交付漏れを
防止し、窓口対応時間も短縮でき
るため。

機能要件4.3.5.の定義を見直して名義人変更以外の変更登録も
対象として包有した記載とする方向で検討します。

機能要件4.3.5.修正案
変更登録の際に、新登録情報の標識交付証明書と同時に旧登録
情報の廃車申告受付書を発行できること。

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

意見なし 問題なし。 問題ない。

5006 4.4.10. 発行履歴管理

-
発行履歴の履歴情報の項目に「発
行時間」を追加すること

発行時間を管理することで、より
詳細に発行情報を管理できるた
め。

発行履歴に発行時間を追加する方向で検討します。 ※その他関連意見
（１）証明書に「発送日」は不要かと思います。
（２）各種通知書は「発送日：通知年月日」「発行日：シス
テム出力した日付」を設定するという解釈でしょうか。
（３）「備考」というのも何に対する備考かが不明なため、
記載を見直すか削除した方が良い。

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。
また、APPLIC意見を踏まえて機能要件4.4.10.の記載を以下の通り見直すこ
とを考えていますが、こちらについてもご意見等ありましたらご回答くだ
さい。

（１）～（２）
以下の内容を要件備考に補足
発送日・・・通知日（通知書のみ）
発行日・・・システムで出力した日

（３）
要件の記載を修正
備考（発行履歴に対するメモ）

特になし 意見なし 問題なし。

確認事項に関しても問題なし

（１）～（２）
→問題ない

（３）
→「発行履歴に対するメモ」とあるが、具体的にどういったメモか想定で
きない。

1346 4.4.2 引き抜き対象者リスト作成

一括作成を行った各種通知書・証
明書について、条件を指定して対
象者リストを作成できること。

【引き抜き条件】
送付先（宛名住所が海外に設定さ
れているもの）
郵便番号（000-0000などの異常
値）
氏名（印字上限の文字数を超える
もの）
住所（印字上限のの文字数を超え
るもの）

一括作成を行った各種通知書・証
明書について、条件を指定して対
象者リストを作成できること。

【引き抜き条件】
送付先（宛名住所が海外に設定さ
れているもの）
郵便番号（000-0001などの異常
値）
氏名（印字上限の文字数を超える
もの）
住所（印字上限の文字数を超える
もの）
死亡者（発行日時点で死亡してい
るもの）

死亡者宛の通知については、相続
人宛に送付すべきものがあるため

4.2.7.で死亡者抽出の機能を定義しているためそちらを活用し
ていただく想定になります。（4.4.2.は一括作成した帳票の印
字データに起因する引き抜き対象を抽出する機能です）
なお、帳票要件No.53_死亡者一覧にも記載している通りで
す。

機能の建付けとして分かりづらいため以下のような整理を行う
方向で考えています。（4845も参照）
4.2.7.⇒機能名「異動者抽出」に変更
4.4.2.⇒機能名「印字エラー抽出」に変更し、定義の範囲を抽
出までに修正
4.4.2.⇒（追加）機能名「引き抜き対象者リスト作成」：抽出
した異動者及び印字エラー、DV支援措置対象者の情報をもと
に引き抜き対象者リストを作成できること。

※DV支援措置対象者の抽出機能は新規追加の方向で検討（詳
細は4845参照）

帳票（定義済み） ● A 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。
（機能要件の記載方法が変更になり、引き抜き対象者リストの対象範囲を
拡大させた記載になる想定です）

特になし 意見なし 問題なし。 4.2.7は主に死亡者・転出者を把握して、勧奨通知を発送する目的で定義し
たと認識している。その機能で死亡者の引き抜きリストを作成することは
可能だが、一括発行した通知書類と突合するのは少し不便であると考え
る。特に当初納通は量が膨大なため、当該自治体が提示しているように発
行日時点での発行帳票に係る死亡者を抽出出来る方が利便性が高いと考え
る。また、引き抜く際に効率が良いため出力順としても死亡者があったほ
うが望ましいと考える。
そのため、4.4.2（追加）に死亡者を追記するのはいかがか。

3367 4.4.2 引き抜き対象者リスト作成

【引き抜き条件】
送付先
郵便番号
氏名
住所

【引き抜き条件】
送付先
郵便番号
氏名
住所
住所が国外のもの
死亡者

住所が国外で印字されているもの
は、出力と同時に送付先の調査を
行う必要があり、迅速に納税通知
書の発送を行うため。

送付先が国内であっても、住所が国外であれば引き抜き対象と
理解しました。
以下を機能要件4.4.2.「印字エラー抽出」の抽出条件に追加す
る方向で検討します。

住所（海外に設定されているもの）

● B 左記の対応方針について、オプションでの追加を検討していますが、構成
員の皆様において運用上想定されますでしょうか。
（送付先が市内で納税義務者住所が海外のケースがあり得るのかどうかご
意見いただければと思います。）

納税義務者住所が海外で、納管人の住所が市内の場合がある。 送付先が市内ならば引き抜き対象とする必要は無いと考えます。外国に転
出している人で、実家に車両を置いており、送付先を国内の実家に設定す
るという方が想定されます。送付先設定をされている場合は問題ないです
が、送付先設定されず、納税義務者の住所が海外の場合は引き抜き対象と
すべきだと思います。

特になし 意見なし 送付先が市内で納税義務者が海外のケースはありうる。（本人が単身で転
出しており市内に家族がいる場合に家族宛て送付する。）
送付先が設定してある場合には抜き取りは行っていない。

運用上想定されるため、引き抜き対象でよい。 　海外赴任者の家族が市内に居住しており、その家族宛に送付先を設定し
ているケースがある。

4845 4.4.2 引き抜き対象者リスト作成

【引き抜き条件】
送付先等　４項目

【引き抜き条件】に「処理停止
（支援措置対象者）」を追加

処理停止（支援措置）対象者につ
いて、送付先が設定されている場
合、送付の可否を確認する必要が
あるため。

新規の機能要件として4.4.の機能群に以下を追加する方向で検
討します。

機能名「DV支援措置/機微情報対象者抽出」
一括作成を行った各種通知書について、条件を指定して対象者
を抽出できること。
【抽出条件】
DV支援措置対象者
機微情報対象者

● A 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

4897 4.4.2. 引き抜き対象者リスト作成

（実装すべき機能）
点字
全国郵便（郵振）

個別に特殊な対応を要するため。 点字対応についてはシステム上管理対象としておらず、備考欄
などでの管理が想定されるためEUCで対応いただく想定です。

郵振については納付書の種類になりますので、4.1.1.の出力条
件に追加する方向で検討します。
一般納付（納付書/郵振）/口座振替

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 点字・全国郵振対応共に当市では対応していない。 問題ない。

1347 4.4.4 通知書再発行

当初分の納税通知書再発行時に条
件を指定して出力できること。
【出力条件】
一般納付（納付書納付）
口座振替
【除外条件】
納付済み
過年度分

当初分の納税通知書再発行時に条
件を指定して出力できること。
【出力条件】
一般納付（納付書納付）
口座振替
【除外条件】
納付済み
過年度分

再発行の印字の有無を選択できる
こと

当初分の納税通知書で、送付する
のが初めてのものに「再発行」と
印字されるなどの矛盾が生じるこ
とを防ぐため。
また、当初の納税通知書を紛失し
た場合などに、先に届いたものと
再発行分の区別ができるようにす
るため。

当初発行分と再発行分の区別については、問い合わせがあった
場合に通知書番号を確認することで判別可能です。
「再発行」の印字については、追加する方向で検討します。

※その他関連意見
再度印刷する場面は
・プリンタ障害や内容の誤りりよる、当初の再印刷の場合に
おいて「除外条件」は考えづらいです。
・固定資産税のように複数期あると、当初は１期納付書のみ
発行して２期に残りを発行など運用上発行が分かれる場合が
考えられます。この場合は「納付済み」を除く要件がでてく
ると思っています。
ただし、軽自動車では該当しません。具体的な要件がないの
であれば、削除が妥当と考えます。

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認事項等ありましたらご回答くだ
さい。
また、APPLIC意見について、除外条件（納付済み/過年度分）はそもそも
発行を行わない対象であり、運用上条件を指定して除外するものではない
認識です。
機能要件として除外条件を指定する必要性が内容であれば当該記載は削除
したいと考えていますが、いかがでしょうか。

問題ない。 削除してかまわないのではないでしょうか。 意見なし 納付済み・過年度分については、当初納通を発行することは原則無い。
除外しても問題はないと思われる。

納付済の除外条件は必要。家族が本人に代わって既に納付済だが、本人が
そのことを知らず紛失したと勘違いして再発行を依頼してくるケースがあ
る。再発行の依頼があった際に納付済みかどうか必ずしも確認していない
ため、納付済を除外条件にしないとそのまま再発行して二重納付されてし
まうリスクがある。

左記のとおりで問題ないと考える。

4427 5.1.1. 返戻者情報管理

【管理対象項目】
再発送日

返戻調査後の再発送の後さらに返
戻調査をした場合は、再発送日を
確認するため。

機能要件5.1.1.の管理対象項目へ以下を追加する方向で検討し
ます。

再発送日

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

2567 5.1.3 返戻・公示処理

公示送達日登録を行った対象者ま
たは指定納期設定（納期変更）の
対象者を抽出し、リストを出力で
きること。
また、指定納期設定（納期変更）
については、変更前/変更後の情
報をリスト出力できること。

【出力項目】
通知書番号
納税義務者（宛名番号、氏名、住
所）
車両番号（標識番号）
公示送達日　※公示送達日登録の
場合
納期限（変更前/変更後）　※指
定納期設定の場合

【左に追加】
軽自管理番号

帳票WG時に「通知書番号」は通
知書単位の番号であり、いわゆる
納税通知書番号のような課税事務
に係るユニークな管理番号は「軽
自管理番号」と定義したと思う。
この機能の議論時は、まだ「通知
書番号」をいわゆる納税通知書番
号と認識していたため、左記のと
おり「軽自管理番号」を追記して
ほしい。

軽自管理番号を追加する方向で検討します。
なお、帳票要件No.65～67についても検討結果の反映を行いま
す。

帳票（要検討） ● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

1196 6.1.1 物件照会への回答（回答書作成）

他自治体、警察等からの物件照会
に対して、必要な情報を出力した
回答書が作成できること

所有者・使用者名で名寄せされた
回答書も作成できること。

税務署等からの照会の回答に必要 機能要件に税務署からの照会に対する回答書作成機能をオプ
ションとして追加する方向で検討します。
回答書の概要（名義人または納税義務者単位で車両の名寄せを
行う旨）や項目検討については、帳票WTで議論を進めます。

帳票（要検討） ● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

必要である。 特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

4349 6.1.3 物件照会
（調査票作成）

… … 運用上の質問
他外部機関とのやり取りで様式が
異なるので、全国統一様式の作成
を想定しているのか。

関係団体ごとに照会書の様式が異なっている現状を踏まえ、当
該調査票の要件については実装してもしなくてもよい機能とす
る方向で検討します。

・陸運支局、軽自動車検査協会ごと（都道府県ごと？）に照
会書の様式が異なる認識であり、軽自動車の標準システムと
して統一要件が作成出来ない認識です。
・調査票は定型文書を使うことが多く、ワード・エクセル等
の雛形で十分と思われます。
　⇒オプションとしてはどうか

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

オプションでよい。 特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。 オプションで問題ないと考える。

3620 7.1.2. 調定表作成

【指定条件】
調定/賦課区分、現年度、過年度
（全件/各年度）、月日

【指定条件】
調定/賦課区分、現年度、過年度
（全件/各年度）、月日、税率

税率ごとに対象車両を指定できる
ようになれば、汎用性が大幅に上
がり、予算関係や統計調査関係に
大いに役立てられる。

集計表の指定項目と見受けられるため、税率について、機能要
件7.1.3.及び4.に追加する方向で検討します。

全年度すべての調定表を印刷する場面が想定できません。不
要はシステム負荷を与えるもので実装不要と考えます。
　　⇒過年度（全件）について削除を要望

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。
また、過年度全件分の調定表作成機能について、APPLIC意見にある通り不
要であれば削除する方向で考えていますが、こちらについてもご意見等あ
りましたら、ご回答ください。

交付税検査時の資料として提出している。 削除してかまわないのではないでしょうか。 過年度全件分とはどんなものか？ 意見なし 過年度分の出力は更正があった部分のみでよく全件は不要と考える。 過年度（全件）とは、抽出機関の過年度増した件数・金額の総数を指し、
過年度（各年度）は、その年度の内訳と認識している。（同項目番号の議
事概要参照）そのため、「全年度すべての調定表」を指しているものでは
ないと思うがいかがか。

例）R2年度調定（R3.1月1日～R3.1.31分）
過年度（全件）　　　　　３件　6,000円
過年度（各年度）　R２　 １件　2,000円
　　　　　　　　　R１　 １件　2,000円
　　　　　　　　　H30　１件　2,000円

左記のとおりで問題なし。

46 8.1.2 検索条件

- 課税年度、調定年度、車種、性
別、旧車両番号（旧標識番号）

過年分や番号変更前の標識番号で
の問い合わせが可能になり利便性
が向上するため

・異性同名等が考えられるため詳
細な検索条件を設定することによ
り性格な応答をすることが可能と
なるため。（1人10分/1件）
・過年度課税した場合の検索が必
要なため（1人10分/1件）

検索条件として以下を追加候補として検討します。
課税年度、調定年度、車種、性別、旧車両番号（旧標識番号）

※検索条件全般への意見
（１）「住登」は一般的では無い認識です。他業務と合わせ
言葉の定義をお願いします。
　　⇒「住記/住登外区分」が適切
（２）「排気区分」で検索する場面はほとんど無い認識で
す。
　　⇒削除が妥当
（３）発行履歴検索の場面しか思いつかない。
　　⇒「発行履歴検索時のみ」の注意書きを追加した方が良
い
（４）「証明書番号」を出力しない団体もあるとともに、証
明書番号での検索の要件を受けたことがありません。
　　⇒「証明書番号」を削除し、「通知書番号」のみ記載す
るのが妥当

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。
また、APPLIC意見についても仕様書への反映を行う方向で考えています
が、こちらについてもご意見等ありましたら、ご回答ください。

「発行履歴検索時のみ」の注意書きを記載するのは、「帳票発行日」の項
目のみについてでしょうか。それ以外の項目については、通常の電話対応
等で車両情報等を確認する際にも使用すると考えられるので、注意書きは
不要だと感じます。

意見なし 対応方針については問題なし。

APPLIC意見について
（１）問題なし
（２）廃棄区分での検索は行わない。（原付電気等の車種で検索はする）
（３）質問の意図が不明
（４）証明書番号で問い合わせを受けることはない（検索機能もない）

問題ない。 APPLIC意見（３）について

243 8.1.2 検索条件

住登／住登外区分
個人／法人区分

現存者／除票者／住登外者／法人
の区分選択

区分の選択箇所を減らすため 基本的には現状の記載において、現存者／住登外者／法人の区
分選択は含まれる認識です。
除票者（転出、死亡）については記載を追加する方向で検討し
ます。
なお、機能要件の定義としては検索機能の操作性には言及しな
い（本仕様書の対象外）方針で進めます。

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 区分選択の中に外国人も含まれると検索の際に楽である。 問題ない。

267 8.1.2 検索条件

軽自管理番号
車種

軽自管理番号や車種でも検索でき
ないと、車輌を特定するのに時間
がかかるため。

以下を検索条件に追加する方向で検討します。
軽自管理番号
車種

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

268 8.1.2 検索条件

「氏名または名称」を「納税義務
者」、「所有者」、「使用者」及
び「所有権留保の売主」のそれぞ
れの項目で検索したい。

それぞれの項目で検索できない
と、車輌を特定するのに時間がか
かるため。

以下を検索条件に追加する方向で検討します。
名義人・納税義務者区分

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。
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意見番号 機能要件
項目番号

項目名 修正前 修正後 意見の根拠 対応方針 整理フラグ（他業
務・帳票要件等）

参考情報 WT事前確認

地方税法（法律・政令・省
令）への準拠

住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他 APPLIC意見（抜粋） 事前確認
対象

仕様への反映 確認項目 構成員回答（団体名：C市） 構成員回答（団体名：D市） 構成員回答（団体名：E市） 構成員回答（団体名：F市） 構成員回答（団体名：H市） 構成員回答（団体名：I市） 構成員回答（団体名：J市）

事前確認前整理

4851 8.1.2 検索条件

【検索条件】
住登/住登外区分等14項目

【検索条件】に以下の項目を追加
・車種（標識番号の数字4桁のみ
で検索する場合、車種との複合条
件で検索できること）
・未廃車/廃車済区分
・車両コード（課税事務のための
管理番号）

・他機関（警察等）からの照会の
際、回答をスムーズにするため。
・内部事務に係る車両台帳照会を
簡易にするため。

以下を検索条件に追加する方向で検討します。
未廃車/廃車済み区分
軽自管理番号
車種

● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。

409 なし（追加） 課税免除認定通知書発行

（実装してもしなくても良い機
能）
課税免除申請者のうち審査の結
果，課税免除が認められた者に対
し，一括または個別に課税免除認
定通知書を出力できること。

商品であって使用されていない軽
自動車等で課税免除申請書が提出
された軽自動車等については，申
請により課税免除としているた
め。

課税免除決定通知書は帳票要件として定義していますが、一括
発行機能について機能要件にもオプションで盛り込む方向で検
討します。

帳票（定義済み） ● B 左記の対応方針について、ご意見・ご確認点等ありましたらご回答くださ
い。

特になし 意見なし 問題なし。 問題ない。
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